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 「高齢者が安心して暮らし続けられるまちづくり」
を目指して

　 我が国では総人口が減少に転じる中、高齢者人口は今後も増加し、高齢化率（総人口
に占める65歳以上人口の割合）はますます進展しております。
　本市においても高齢化は進んでおり、令和５年10月１日現在の高齢化率は28.6％と
なっています。
　こうした中で、平成12年に創設された介護保険制度は、「介護」という課題を社会全体
で支えるという理念のもと20年以上が経過し、現在では介護サービスの利用者は創設時の
３倍を超えるなど、今後ますます市民生活の中に定着、発展しつつあります。
　本市では、これまでも３年ごとに高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を策定し、近年、
多様化、複雑化する様々な問題に対応するため、計画に基づき介護予防や認知症施策を
はじめ、居住環境の充実や施設の基盤整備など、様々な施策に積極的に取り組んできた
ところであります。
　この度、策定いたしました「ふるさと安心高齢者プラン（高齢者福祉計画・第９期介護
保険事業計画）」では、第二次白山市総合計画が掲げる将来都市像を念頭におき、引き続き、
「高齢者が住み慣れた地域で自分らしく、安心して暮らし続けられるまちづくり」を基本
理念とし、地域共生社会の実現に向けて、様々な取り組みを推進することとしております。
　地域共生社会の実現に向けては、これまでも十分な介護サービスの確保のみに留まらず、
「医療」・「介護」・「介護予防」・「住まいなど生活の支援」を包括的に提供する、地域
包括ケアシステムの構築に取り組んできましたが、令和６年度能登半島地震等の経験も
踏まえ、今後様々な災害に対応することを念頭に置きながら、地域の実情に応じる形で
深化・推進していく必要があります。
　様々な社会資源を活用し、本計画の施策を着実に進めながら、住み慣れた地域で一人
ひとりが生きがいと役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる共生のまち
づくりに真摯に取り組んでまいりますので、今後とも皆様のより一層のご理解とご協力を
お願いいたします。
　結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見・ご提言をお寄せいただきました市民
並びに関係の皆様、熱心にご審議賜りました介護保険運営協議会の皆様に心より感謝申し
上げます。

　令和６年３月　
白山市長　田　村　敏　和
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第１章　計画策定の趣旨

１．計画策定の趣旨及び位置づけ

　我が国の高齢化率は年々上昇し、令和 4 年 10 月 1 日現在、29.0％に達しています。高齢
社会白書によると、団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年には、65 歳以上の人口は 3,677
万人に達すると見込まれています。総人口が減少する中で高齢化率は上昇を続け、令和 18 年
には 33.3％となり国民の 3 人に 1 人が 65 歳以上の者となる、超高齢社会が到来すると推計
されています。
　本市においても、高齢化が加速しており、令和 5 年 10 月 1 日現在の高齢化率は、28.6％
となっています。
　このような超高齢社会の中で様々なニーズを有する高齢者が、住み慣れた地域で安心して
暮らし続けるためには、介護保険制度等の公的な制度だけではなく、制度・分野の枠や「支え
る側」「支えられる側」という関係を超えて、地域住民や多様な主体が連携し地域の課題を解決
していく、地域力の強化を図っていく必要があります。地域一体で支援する体制の構築は、
地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となるものであり、超高齢化社会においては地域
包括ケアシステムのさらなる推進が必要不可欠です。
　本計画は、団塊の世代が 75 歳を迎える中で、介護保険制度の持続可能性を確保しながら、
住み慣れた地域で自分らしく、安心して暮らし続けられるよう、団塊ジュニア世代が 65 歳
以上となり現役世代が激減する令和 22 年度（2040 年度）を中長期的に見据え、今後の本市
の高齢者福祉事業に関する基本的な施策方針と介護保険事業に係る円滑な保険給付の確保に
関する指針等を定めるものとします。

（ １ ）高齢者福祉計画【根拠法令：老人福祉法第20条の８】
　全ての高齢者を対象とした福祉施策全般に関する総合的な計画です。

（ ２ ）介護保険事業計画【根拠法令：介護保険法第117条】
　介護保険の保険者として、介護保険事業を円滑に推進するための、介護保険サービス
の必要量や財源、施設等の基盤整備、地域支援事業等に関する計画です。

　本計画は、高齢者が尊厳を保ち、安心して暮らし続けられるよう、地域包括ケアシステム
の深化・推進を図るため、両計画を一体的に策定するものです。
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（ ３ ）他計画との関係
　本市の最上位計画である「第 2 次白山市総合計画」をはじめ、「第 3 次白山市地域福祉
計画」との整合性を図ります。
　また、分野別個別計画である「白山市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画」

「白山市子ども・子育て支援事業計画」「白山市健康プラン」及び白山市社会福祉協議会
が策定する「白山市地域福祉活動計画」の内容とも連携することで、世代や分野を超え
て市民が主体的に取り組むことができる「我が事・丸ごと」のまちづくりを推進します。

２．計画の期間及び点検

　本計画は、令和 6 年度から令和 8 年度において、団塊の世代が 75 歳を迎える中で、実施
すべき事業計画を策定するものであるとともに、団塊ジュニア世代が 65 歳以上となり現役
世代が急減する令和 22 年度（2040 年度）を見据えた、超高齢社会に対応するための計画
でもあります。
　計画期間中は、進捗状況等を分析し、介護保険運営協議会において、分析結果を報告し、点検、
評価を行います。

 

（３）他計画との関係

本市の最上位計画である「第２次白山市総合計画」をはじめ、「第３次白山市地域

福祉計画」との整合性を図ります。

また、分野別個別計画である「白山市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画」

「白山市子ども・子育て支援事業計画」「白山市健康プラン」及び白山市社会福祉協

議会が策定する「白山市地域福祉活動計画」の内容とも連携することで、世代や分野

を超えて市民が主体的に取組むことができる「我が事・丸ごと」のまちづくりを推進

します。

 

２ 計画の期間及び点検

 
本計画は、令和６年度から令和８年度において、団塊の世代が 歳を迎える中で、実施

すべき事業計画を策定するものであるとともに、団塊ジュニア世代が 歳以上となり現役

世代が急減する令和 年度（ 年度）を見据えた、超高齢社会に対応するための計画で

もあります。

計画期間中は、進捗状況等を分析し、介護保険運営協議会において、分析結果を報告し、

点検、評価を行います。
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第２章　基本理念と重点施策

１．基本理念

　社会全体で高齢者を支える仕組みとして平成 12 年 4 月に創設された介護保険制度は、その
時代に応じた様々な制度改正を行いながら、制度開始から 20 年以上経過しています。
　国は、これまでに介護保険法を改正して、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止に
向けた取組みを強化し、地域共生社会の実現を図るために「地域包括ケアシステムの深化・推進」
を目指すことを方向付けてきました。
　さらに、令和 2 年 6 月の改正において、市町村が地域住民の抱える複雑化・複合化した支援
ニーズに対応するための包括的支援体制を構築し、地域特性に応じた認知症施策を実施する
こと等を新たに規定しました。
　本市では、第 8 期計画において、高齢者やその家族が抱える複雑化・複合化した生活課題を、
重層的かつ包括的に支援する体制の整備を図り、全ての人が地域、暮らし、生きがいをともに
創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現を目指し、包括的支援体制の構築や市民
主体の介護予防の推進、認知症施策の実施等に取り組んできました。
　第 9 期計画においては、国の指針等を踏まえ、介護保険事業の運営を核としながら、さまざま
なニーズを有する高齢者の課題を解決すべく、地域住民や多様な主体、医療や介護の専門職等
が連携し、地域一体となり共に高め合う地域づくり、地域包括ケアシステムのさらなる深化・
推進に努めます。
　そのため、本計画の基本理念は、総合計画の基本構想及び地域福祉計画の基本目標を踏襲し、
第 8 期計画から引き続いて、次のとおりとします。

高齢者が住み慣れた地域で自分らしく、安心して暮らし続けられるまちづくり

２．重点施策

　本計画においては、基本理念のもと、地域共生社会の実現を図るため、総合計画に基づき、
次の諸課題について重点的に取り組みます。

（１）認知症施策の拡充
（２）地域包括ケアシステムの深化・推進
（３）要援護高齢者の人権擁護の推進
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３．施策の体系

　最終目標の基本理念である「高齢者が住み慣れた地域で自分らしく、安心して暮らし
続けられるまちづくり」を達成するため、総合計画との整合性を図りながら、基本目標や
基本方針等を体系的にまとめました。
　この体系を基に、今後の各種施策を展開していき、基本理念の達成を目指します。

 
４

３ 施策の体系

 
最終目標の基本理念である「高齢者が住み慣れた地域で自分らしく、安心して暮らし続

けられるまちづくり」を達成するため、総合計画との整合性を図りながら、基本目標や基

本方針等を体系的にまとめました。

この体系を基に、今後の各種施策を展開していき、基本理念の達成を目指します。

 

基本理念 基本目標 基本方針

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
く
、

安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
ま
ち
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く
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元気でいきいきと

暮らすための環境

づくり （第５章）

１ 市民主体の介護予防の推進

２ 地域リハビリテーション体制の整備

地域で安心して

暮らすための支援

の充実

（第６章）

１ 認知症施策の拡充（重点施策）

２ 在宅医療・介護連携の推進

３ 介護に取り組む家族等への支援の充実

４ 居住環境の整備

地域全体で

見守り・支え合う

体制づくり

（第７章）

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進（重点施策）

２ 要援護高齢者の人権擁護の推進（重点施策）

３ 災害時の要支援者への支援の充実

介護サービスや人的

基盤の整備

（第８章）

１ 自立支援、重度化防止の推進

２ 介護保険事業の円滑な運営

３ 介護人材確保に向けた支援
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第３章　日常生活圏域の設定
　本市では、高齢者のニーズが複雑化・複合化していることに加え、同じ圏域内でも高齢化率
等の実情が異なることや、医療・介護をはじめとする様々なニーズを有する高齢者の増加を
踏まえ、効果的に地域包括ケアを推進し、より地域の実情に即した施策を展開できるよう、

「７つの日常生活圏域」を設定します。

＜日常生活圏域＞

１．松任中央：松任地域の松任地区、一木地区、林中地区、山島地区
２．松 任 東：松任地域の旭地区、中奥地区、郷地区
３．松 任 西：松任地域の出城地区、御手洗地区、千代野地区
４．松任西南：松任地域の石川地区、柏野地区、笠間地区、宮保地区、加賀野地区
５．美　　川：美川地域
６．鶴　　来：鶴来地域
７．白山ろく：河内地域、吉野谷地域、鳥越地域、尾口地域、白峰地域

 ５

第第３３章章 日日常常生生活活圏圏域域のの設設定定

本市では、高齢者のニーズが複雑化・複合化していることに加え、同じ圏域内でも高齢

化率等の実情が異なることや、医療・介護をはじめとする様々なニーズを有する高齢者の

増加を踏まえ、効果的に地域包括ケアを推進し、より地域の実情に即した施策を展開でき

るよう、「７つの日常生活圏域」を設定します。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■圏域別高齢者人口等 （令和５年 月１日現在）

圏 域
人 口

（人）

歳以上 歳以上 要 介 護

要 支 援

認定者数

（人）

人 数

（人）

人口に占める

割合 （％）

人 数

（人）

人口に占める

割合 （％）

松任中央

松 任 東

松 任 西

松任西南

美 川

鶴 来

白山ろく

合 計

※人口は、住民基本台帳による数値です。

※要介護（要支援）認定者数については、住民基本台帳より抽出した数値であり、住所地

特例者は除いています。

 

＜日常生活圏域＞

１．松任中央：松任地域の松任地区、一木地区、林中地区、山島地区

２．松 任 東：松任地域の旭地区、中奥地区、郷地区

３．松 任 西：松任地域の出城地区、御手洗地区、千代野地区

４．松任西南：松任地域の石川地区、柏野地区、笠間地区、宮保地区、加賀野地区

５．美 川：美川地域

６．鶴 来：鶴来地域

７．白山ろく：河内地域、吉野谷地域、鳥越地域、尾口地域、白峰地域

※人口は、住民基本台帳による数値です。
※要介護（要支援）認定者数については、住民基本台帳より抽出した数値であり、住所地特例者は除いて

います。
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■日常生活圏域別の特徴

圏 域 特 徴

松任中央
松任駅を中心とした様々な歴史・文化施設や商業機能が集積した中心市

街地と、田園の中に集落が点在する農村部が混在している。

松 任 東
幹線道路沿線に整備された工業団地と、田園の中に集落が点在する農村部

及び住宅を中心に形成された市街地が混在している。

松 任 西

海側に田園の中に集落が点在する農村部が広がる一方で、住宅を中心に形

成された大規模な市街地がある他、令和６年３月に西松任駅が開業し、周辺

に市街地が複数整備されている。

松任西南
幹線道路沿線に工業団地、加賀笠間駅を中心に市街地が整備されている地

域で、郊外には大学を中心とした田園集落が広がっている。

美 川
集約して市街地が形成されており、インターチェンジや幹線道路、駅等が

そろう比較的利便性の高い地域である。

鶴 来
市南部の中心地域で、圏域の北側には住宅地が整備され、南側には比較的

高齢化率の高い旧市街地が形成されている。 

白山ろく
点在して集落が形成された市南部の山間地域で、人口減少が著しく、市内

で最も高齢化の進行が顕著な地域である。
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日常生活圏域の設定





第４章　高齢者、要介護（要支援）の状況

１．高齢者人口

２．要介護（要支援）認定者数
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第４章　高齢者、要介護（要支援）の状況

１．高齢者人口

　本市の 65 歳以上人口は、令和 3 年度の 31,896 人から令和 5 年度には 32,269 人と、
373 人（伸び率約 1.01％）増加しています。そして高齢化率も 28.2％から 28.6％に上昇し
ており、この傾向は今後も続くことが予想されます。
　特に、団塊の世代が 75 歳を迎える 2025 年（令和 7 年）には、高齢化率が 28.9％となり、
団塊ジュニア世代が 65 歳以上となり高齢者人口がピークを迎える 2040 年度（令和 22 年）
には、高齢化率が 32.1％となり約 3.1 人に 1 人が高齢者となる見込みです。
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第４章 高齢者、要介護（要支援）の状況

１ 高齢者人口

本市の 歳以上人口は、令和３年度の 人から令和５年度には 人と、

人（伸び率約 ％）増加しています。そして高齢化率も ％から ％に上昇してお

り、この傾向は今後も続くことが予想されます。

特に、団塊の世代が 歳を迎える 年（令和７年）には、高齢化率が ％となり、

団塊ジュニア世代が 歳以上となり高齢者人口がピークを迎える 年度（令和 年）

には、高齢化率が ％となり約 人に１人が高齢者となる見込みです。

■年度別総人口及び被保険者数の推計（各年 月１日現在） （単位：人）

項目

実績
推計

計画期間
年 年

年 年 年 年 年 年

総人口

～ 歳人口

歳以上人口

～ 歳

歳以上

高齢化率 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

※ ３～ ５年度の人口は住民基本台帳による数値です。

※ 年（ ）、 年（ ）の人口等は、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略（ 年３月作成）

に基づく推計値です。

※第９期計画期間（ 年から 年）の人口等は、 年（ ）から 年（ ）の差が７年間で均

等に推移すると仮定した数値です。

※高齢化率は、 歳以上人口を総人口で割ったものです。

■人口及び高齢化率の推移 （単位：人、％）

43,732 43,251 42,847 42,509 42,171 41,833 40,482 39,587 

37,558 37,518 37,563 37,488 37,413 37,338
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人（伸び率約 ％）増加しています。そして高齢化率も ％から ％に上昇してお

り、この傾向は今後も続くことが予想されます。

特に、団塊の世代が 歳を迎える 年（令和７年）には、高齢化率が ％となり、

団塊ジュニア世代が 歳以上となり高齢者人口がピークを迎える 年度（令和 年）

には、高齢化率が ％となり約 人に１人が高齢者となる見込みです。

■年度別総人口及び被保険者数の推計（各年 月１日現在） （単位：人）

項目

実績
推計

計画期間
年 年

年 年 年 年 年 年

総人口

～ 歳人口

歳以上人口

～ 歳

歳以上

高齢化率 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

※ ３～ ５年度の人口は住民基本台帳による数値です。

※ 年（ ）、 年（ ）の人口等は、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略（ 年３月作成）

に基づく推計値です。

※第９期計画期間（ 年から 年）の人口等は、 年（ ）から 年（ ）の差が７年間で均

等に推移すると仮定した数値です。

※高齢化率は、 歳以上人口を総人口で割ったものです。

■人口及び高齢化率の推移 （単位：人、％）

43,732 43,251 42,847 42,509 42,171 41,833 40,482 39,587 

37,558 37,518 37,563 37,488 37,413 37,338
37,038 32,991 

31,896 32,116 32,269 32,302 32,335 32,368 32,499
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※ R3 ～ R5 年度の人口は住民基本台帳による数値です。
※ 2030 年（R12）、2040 年（R22）の人口等は、第 2 期まち・ひと・しごと創生総合戦略（2020

年 3 月作成）に基づく推計値です。
※第 9 期計画期間（2024 年から 2026 年）の人口等は、2023 年（R5）から 2030 年（R12）の差が

7 年間で均等に推移すると仮定した数値です。
※高齢化率は、65 歳以上人口を総人口で割ったものです。
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２．要介護（要支援）認定者数

　第 1 号被保険者における認定者数は、高齢者人口の増加に伴い、年々増加傾向にあり、
2023 年度（R5）には 5,531 人まで上昇しています。
　また、計画期間における要介護（要支援）認定者の増加率が低下するよう、介護予防への
取り組みを推進します。

 ９

２２ 要要介介護護（（要要支支援援））認認定定者者数数

第 号被保険者における認定者数は、高齢者人口の増加に伴い、年々増加傾向にあり、

年度（ ）には 人まで上昇しています。

また、計画期間における要介護（要支援）認定者の増加率が低下するよう、介護予防へ

の取り組みを推進します。 
 
■要介護（要支援）認定者数の推移（各年 月 日現在） 

※令和６年度～令和８年度は令和５年度までの実績を基に推計。 （単位：人）

項目

実績
推計

計画期間
年 年

年 年 年 年 年 年

第 号認定者数

要支援

要支援

要支援計

要介護

要介護

要介護

要介護

要介護

要介護計

第 号認定者数

合計

※第１号認定者とは、要介護（要支援）認定者のうち、 歳以上の方です。

※第２号認定者とは、要介護（要支援）認定者のうち、 歳以上 歳以下の方です。

※ 年（ ）以降の要介護（要支援）認定者数は、全国で統一された推計方法（見える化システム）に

よる推計値です。

※第１号認定者とは、要介護（要支援）認定者のうち、65 歳以上の方です。
※第２号認定者とは、要介護（要支援）認定者のうち、40 歳以上 64 歳以下の方です。
※2024 年（R6）以降の要介護（要支援）認定者数は、全国で統一された推計方法（見える化システム）に

よる推計値です。



第５章　元気でいきいきと暮らすための環境づくり

１．市民主体の介護予防の推進

２．地域リハビリテーション体制の整備
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第５章　元気でいきいきと暮らすための環境づくり

１．市民主体の介護予防の推進

　高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むためには、社会資源を効率的かつ効果的
に活用しながら、自ら介護予防に関心を持って取り組むことが効果的です。
　高齢者に限らず、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け
合いながら暮らしていくことができる地域共生社会の実現のためにも市民全体の介護予防の
推進が重要です。
　このため、介護予防の普及啓発を推進し、市民主体の介護予防の充実を図ります。

現状と課題

○　住民や事業など地域全体の介護予防を普及啓発するため、地域包括支援センターや
地域ふれあいサロン等での介護予防講座を開催しています。

○　本市での介護認定の原因疾患第 1 位は、「骨折・筋骨格系疾患」であり、介護予防・
日常生活圏域ニーズ調査（以下「ニーズ調査」という）でも約 48％の方が転倒に対する
不安を感じています。「ふるさと白山体操」や「足腰ぴんぴん体操」など市独自の介護
予防体操を広く普及し、体操に取り組む人や団体を増やすため、介護予防体操を指導
する介護予防サポーターを育成しています。

○　介護予防体操等に取組む市民主体の通いの場や高齢者の社会参加や生きがいづくりを
促進する地域ふれあいサロンは少しずつですが増えています。
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１ 市民主体の介護予防の推進

 
高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むためには、社会資源を効率的かつ効

果的に活用しながら、自ら介護予防に関心を持って取り組むことが効果的です。

高齢者に限らず、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、

助け合いながら暮らしていくことができる地域共生社会の実現のためにも市民全体の介護

予防の推進が重要です。

このため、介護予防の普及啓発を推進し、市民主体の介護予防の充実を図ります。

 
 

○ 住民や事業など地域全体の介護予防を普及啓発するため、地域包括支援センターや

地域ふれあいサロン等での介護予防講座を開催しています。

○ 本市での介護認定の原因疾患第１位は、「骨折・筋骨格系疾患」であり、介護予防・

日常生活圏域ニーズ調査（以下「ニーズ調査」という）でも約 ％の方が転倒に対す

る不安を感じています。「ふるさと白山体操」や「足腰ぴんぴん体操」など市独自の介

護予防体操を広く普及し、体操に取組む人や団体を増やすため、介護予防体操を指導

する介護予防サポーターを育成しています。

○ 介護予防体操等に取り組む市民主体の通いの場や高齢者の社会参加や生きがいづく

りを促進する地域ふれあいサロンは少しずつですが増えています。

■介護予防サポーター

 
 

現状と課題

「介護予防サポーター養成講座」

を受講

市民

介護予防サポーター

介護予防体操等に取り組む市民主体の

通いの場等で介護予防体操を指導
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施策の展開

○　高齢者が要介護状態となることを予防するため、自立支援・介護予防に関する普及
啓発の講座を開催します。

○　市民主体の介護予防活動を支える介護予防サポーターの養成講座を開催するとともに、
養成講座修了後はスキルアップ講座や連絡会を開催し、サポーター活動の充実と継続を
支援します。

○　生活機能を向上し、活動的で生きがいを持てる生活を営むことができる生活環境の
調整及び地域づくりのため、通いの場や地域ふれあいサロンの開設を推進します。

○　市民主体の通いの場を効果的に実施するため、専門職や多様な関係者、近隣の大学
とも連携・協力します。

 １１

 
 
○ 高齢者が要介護状態となることを予防するため、自立支援・介護予防に関する普及

啓発の講座を開催します。

○ 市民主体の介護予防活動を支える介護予防サポーターの養成講座を開催するととも

に、養成講座修了後はスキルアップ講座や連絡会を開催し、サポーター活動の充実と

継続を支援します。

○ 生活機能を向上し、活動的で生きがいを持てる生活を営むことができる生活環境の

調整及び地域づくりのため、通いの場や地域ふれあいサロンの開設を推進します。

○ 市民主体の通いの場を効果的に実施するため、専門職や多様な関係者、近隣の大学

とも連携・協力します。

（１）介護予防普及啓発事業

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

介護予防講座

開催回数 回
継 続 継 続 継 続

（２）介護予防サポーター養成事業

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

サポーター養成、スキ

ルアップ講座、連絡会

開催回数 回

継 続 継 続 継 続

介護予防サポーター数

人

拡 充

人

拡 充

人

拡 充

人

 
（３）市民主体の通いの場の充実

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

地域ふれあいサロン

設置数 か所

拡 充

か所

拡 充

か所

拡 充

か所

介護予防体操等の通いの場

設置数 か所

拡 充

か所

拡 充

か所

拡 充

か所

施施策策のの展展開開

（ １ ）介護予防普及啓発事業

（ ２ ）介護予防サポーター養成事業

（ ３ ）市民主体の通いの場の充実
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２．地域リハビリテーション体制の整備

　高齢者が元気でいきいきと暮らし続けるためには、自ら介護予防に関心を持って取り組む
ことが効果的です。さらに市民主体の介護予防の取り組みが効果的・効率的になるよう、医療
やリハビリテーション専門職等による関りを推進します。また介護が必要になっても、でき
るだけ残存機能の維持・重度化予防ができるよう高齢者の自立支援を促進し、生きがいを持っ
て生活できる地域の実現を目指します。

現状と課題

○　幅広く介護予防を普及啓発するため、地域包括支援センターや地域ふれあいサロン等
で介護予防講座を開催していますが、医療専門職が必ずしも関わっているわけではあり
ません。効果的・効率的な介護予防のためには、医療専門職の関与が必要です。

○　要支援者等の状態の改善や生活の質の向上のため、管理薬剤師や管理栄養士、看護師、
作業療法士などをメンバーとした自立支援ケアプラン会議を開催しています。

施策の展開

○　高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進するために、介護予防講座等に
医療専門職が関わりフレイル予防等の普及活動や健康教育等を実施することを推進します。
また後期高齢者の質問票等を活用し、フレイル状態の高齢者を把握した上で、その状態
に応じた適切な指導や支援を行い、効果的・効率的な介護予防の取り組みを促進します。

○　幅広い医療専門職が参加する自立支援ケアプラン会議を活用し、高齢者の自立支援・
介護予防を推進します。

 
１２

２２ 地地域域リリハハビビリリテテーーシショョンン体体制制のの整整備備
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ありません。効果的・効率的な介護予防のためには、医療専門職の関与が必要です。

○ 要支援者等の状態の改善や生活の質の向上のため、管理薬剤師や管理栄養士、看護

師、作業療法士などをメンバーとした自立支援ケアプラン会議を開催しています。

○ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進するために、介護予防講座等に

医療専門職が関わりフレイル予防等の普及活動や健康教育等を実施することを推進し

ます。また後期高齢者の質問票等を活用し、フレイル状態の高齢者を把握した上で、そ

の状態に応じた適切な指導や支援を行い、効果的・効率的な介護予防の取組みを促進

します。

○ 幅広い医療専門職が参加する自立支援ケアプラン会議を活用し、高齢者の自立支援・

介護予防を推進します。

（１） 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

実施に向けた

協議
新 規 継 続 継 続

（２） 自立支援ケアプラン会議の開催

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

開催回数

回
継 続 継 続 継 続

現現状状とと課課題題

施施策策のの展展開開

（ １ ）高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施

（ ２ ）自立支援ケアプラン会議の開催
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第６章　地域で安心して暮らすための支援の充実

１．認知症施策の拡充（重点施策）

　高齢化の進展に伴い、今後認知症の人の数が増加することが見込まれており、在宅介護実態
調査でも、要介護・要支援者が抱える傷病として、認知症が約 40％となっています。また、
今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護として、認知症状への対応が
約 40％となっています。
　認知症の人やその家族の意見も踏まえ、「共生」と「予防」を目指し、認知症の人が自分らしく
暮らし続けることができる社会を実現するための体制を整備します。

参　考
【認知症施策推進大綱（概要）（令和元年 6 月 18 日）】
•「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、また、認知症があっても

なくても同じ社会でともに生きるという意味
•「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっ

ても進行を緩やかにする」という意味

現状と課題

○　認知症に対する不安の声は多く、認知症を正しく理解できるよう、認知症サポーター
の養成を行っています。また認知症に関する理解促進や予防対策の推進を目的に、専門
医等による講座を開催しています。

○　地域の医療機関・介護事業所と連携し、認知症予備軍である軽度認知障害（ＭＣⅠ )
の人へ運動や食生活などの生活習慣の改善の働きかけが必要です。

○　認知症相談の窓口を地域包括支援センターや認知症対応型共同生活介護（グループ
ホーム）に設置しています。また、いつ、どこで、どのような医療や介護サービスを
受ければよいかをまとめた認知症ケアパスを作成しています。

○　認知症の診断・対応の遅れや行動・心理症状等への不適切な対応により症状が悪化
することがあります。認知機能低下のある人や認知症の人に対して、早い段階で適切な
医療や介護へとつなげる支援を認知症初期集中支援チームが実践できるよう、活動体制
を整備し、認知症対応力向上の取り組みが必要です。

○　より早く行方不明者を発見するため、行方不明になるおそれのある方の顔写真や身体
的特徴等をあらかじめ市に登録し、行方不明時に協力事業所に情報提供する認知症高齢
者等安心ネットワークの登録者数は、年々増加しています。また、協力事業所は少し
ずつ増えていますが、協力事業所を増やす働きかけは不足しています。

○　認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し
合う、認知症カフェを定期的に開催しており、開催場所は増加しています。

○　令和元年度に策定された「認知症施策推進大綱」で、令和 7 年までに全市町村でのチー
ムオレンジの整備が掲げられており、認知症サポーターによる認知症の人や家族に対
する生活面の早期からの支援等を行うチームオレンジの取り組みが令和元年度より全国
で開始されています。本市でも令和 5 年度に設置しました。
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チームオレンジとは…
　認知症の人や家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぎ、認知症になっても
安心して暮らし続けられる地域づくりの具体的活動です。本人・家族を含む地域サポーターと多職種
の職域サポーターのチームで作られ、傾聴や見守り、困りごとの支援など地域で支えあう地域共生社
会を目指しています。

施策の展開

○　認知症に関する理解促進や相談先の周知、早期診断・早期対応の重要性について普及
啓発する、認知症に関する講座を開催します。

○　研究機関、医療機関、介護事業所と連携し「あたまとからだの健康増進事業」を行い、
認知症の予防に関する調査研究を推進し、予防を含めた認知症への備えとしての取り組
みを推進します。

○　早期発見・早期対応が行えるよう、かかりつけ医、地域包括支援センター、認知症
地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム等の連携体制を強化します。

○　認知症サポーター養成講座の講師であるキャラバン・メイトの連絡会を定期的に開催
し、その活動を支援し、認知症サポーター養成講座の開催を推進します。

○　認知症カフェについて、介護サービス事業所での開催に向け話し合いの場を設ける等、
場所の拡大に努めます。

○　認知症サポーターが実践の場で必要となる認知症に関する知識や支援のための対応
スキルを習得するためにステップアップ講座を開催します。講座を受講した認知症サポー
ターが活動する場として、既存の地域拠点である認知症カフェをチームオレンジとして
活用していきます。

○　令和 5 年に成立した共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行され、今後
策定される認知症施策推進基本計画に基づき施策を展開していきます。

 １４

■認知症サポーターと認知症キャラバン・メイト

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
○ 認知症に関する理解促進や相談先の周知、早期診断・早期対応の重要性について普及

啓発する、認知症に関する講座を開催します。

○ 研究機関、医療機関、介護事業所と連携し「あたまとからだの健康増進事業」を行い、

認知症の予防に関する調査研究を推進し、予防を含めた認知症への備えとしての取組み

を推進します。

○ 早期発見・早期対応が行えるよう、かかりつけ医、地域包括支援センター、認知症地

域支援推進員、認知症初期集中支援チーム等の連携体制を強化します。

○ 認知症サポーター養成講座の講師であるキャラバン・メイトの連絡会を定期的に開催

し、その活動を支援し、認知症サポーター養成講座の開催を推進します。

○ 認知症カフェについて、介護サービス事業所での開催に向け話し合いの場を設ける等、

場所の拡大に努めます。

○ 認知症サポーターが実践の場で必要となる認知症に関する知識や支援のための対応

スキルを習得するためにステップアップ講座を開催します。講座を受講した認知症サポ

ーターが活動する場として、既存の地域拠点である認知症カフェをチームオレンジとし

て活用していきます。

○ 令和５年に成立した共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行され、今後

策定される認知症施策推進基本計画に基づき施策を展開していきます。

 

施施策策のの展展開開

地域や学校、職場等で

「認知症サポーター養成講座」を受講

市市民民

認認知知症症ササポポーータターー

認知症を正しく理解し、認知症の人

やその家族を温かく見守る応援者

認認知知症症キキャャララババンン・・メメイイトト

キャラバン・メイト養成研修を

受講し登録する「認知症サポー

ター養成講座」の講師

チチーームムオオレレンンジジ

ステップアップ講座を受講した

認知症サポーターが見守りなど

の支援をする交流拠点

チームオレンジとは…

認知症の人や家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぎ、認

知症になっても安心して暮らし続けられる地域づくりの具体的活動です。本人・家族

を含む地域サポーターと多職種の職域サポーターのチームで作られ、傾聴や見守り、

困りごとの支援など地域で支えあう地域共生社会を目指しています。
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（１）認知症への理解を深めるための普及・啓発

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

認知症に関する講座

開催回数 回

拡 充

回

拡 充

回

拡 充

回

認知症サポーター数

人

拡 充

人

拡 充

人

拡 充

人

（２）認知症の人とその家族の支援

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

認知症高齢者等安心

ネットワーク

協力事業所数 事業所

拡 充

事業所

拡 充

事業所

拡 充

事業所

認知症カフェ

開催場所数 か所

拡 充

か所

拡 充

か所

拡 充

か所

チームオレンジ

令和 年度設置
継 続 継 続 継 続

（ １ ）認知症への理解を深めるための普及・啓発

（ ２ ）認知症の人とその家族の支援
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２．在宅医療・介護連携の推進

　地域包括ケアシステムの更なる深化並びに地域共生社会への発展につなげるためには、医療
と介護の連携は必要不可欠な要素です。
　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、切れ目のない在宅医療と介護の
提供体制を構築するため、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進します。

現状と課題

 ○　本市では、白山市医師会、公立つるぎ病院、歯科医師会や薬剤師会、介護サービス事業
所で構成する「白山市在宅医療介護連携協議会」を運営しています。なお、松任、美川、
鶴来、白山ろくの各地域で地域包括支援センターや医療・介護サービス事業所が集まり、
サービス連携会議を開催していますが、これまではコロナ禍により規模が縮小され、
限られた職種の関係者のみの参加でありました。

○　今後、医療ニーズ及び介護ニーズをあわせ持つ高齢者の増加が見込まれます。高齢者
が可能な限り、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、様々な局面において、
在宅医療及び介護の提供に携わる関係者の連携体制の整備が必要です。

施策の展開

○　医療・介護の４場面（①入退院支援、②日常の療養支援、③急変時の対応、④看取り）
において、在宅医療と介護の提供体制の目指すべき姿を設定し、白山市在宅医療介護
連携協議会を中心とした連携体制の整備を推進します。さらに地域住民を交えた関係
づくりにも努めます。

○　サービス連携会議において明らかとなった課題を各地域の医療・介護サービス事業所等
で解決できるよう支援します。また、様々な業種や職種の関係者及び事業所と課題解決
に向けて連携していきます。

 

１６

２２ 在在宅宅医医療療・・介介護護連連携携のの推推進進

地域包括ケアシステムの更なる深化並びに地域共生社会への発展につなげるためには、医

療と介護の連携は必要不可欠な要素です。

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、切れ目のない在宅医療と介護

の提供体制を構築するため、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進します。

 
 

○ 本市では、白山市医師会、公立つるぎ病院、歯科医師会や薬剤師会、介護サービス事

業所で構成する「白山市在宅医療介護連携協議会」を運営しています。なお、松任、美

川、鶴来、白山ろくの各地域で地域包括支援センターや医療・介護サービス事業所が集

まり、サービス連携会議を開催していますが、これまではコロナ禍により規模が縮小さ

れ、限られた職種の関係者のみの参加でありました。

○ 今後、医療ニーズ及び介護ニーズをあわせ持つ高齢者の増加が見込まれます。高齢者

が可能な限り、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、様々な局面において、

在宅医療及び介護の提供に携わる関係者の連携体制の整備が必要です。

 
 
 
○ 医療・介護の４場面（①入退院支援、②日常の療養支援、③急変時の対応、④看取り）

において、在宅医療と介護の提供体制の目指すべき姿を設定し、白山市在宅医療介護連

携協議会を中心とした連携体制の整備を推進します。さらに地域住民を交えた関係づく

りにも努めます。

○ サービス連携会議において明らかとなった課題を各地域の医療・介護サービス事業所

等で解決できるよう支援します。また、様々な業種や職種の関係者及び事業所と課題解

決に向けて連携していきます。

 
年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

在宅医療介護連携協議会

開催回数 回
継 続 継 続 継 続

サービス連携会議

開催回数 回
継 続 継 続 継 続

研修会、シンポジウム等

開催回数 回
継 続 継 続 継 続

現現状状とと課課題題

施施策策のの展展開開
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１７

■在宅医療・介護連携の仕組み

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項 目 内 容

在宅医療・介護連携に関する

相談支援

公立つるぎ病院内に設置した在宅医療連携支援センターが、在宅医

療・介護連携に関する事項の相談に対応します。

地域の医療・介護の資源の

把握

在宅医療連携支援センターが、医療と介護に関する地域資源情報を

作成し、市ホームページに掲載します。

在宅医療・介護連携の課題

の抽出と対応の協議

医療・介護サービス事業所等がサービス連携会議を開催し、在宅医療・

介護連携の現状の把握と課題の抽出、対応策等の検討を行います。

切れ目のない在宅医療と

在宅介護の提供体制の構築

推進

公立つるぎ病院を中心に、在宅医療機関カンファレンスの実施、地

域包括ケア病棟・病床の運用、地域支援病院や在宅療養支援病院・

診療所との連携強化を推進します。

医療・介護関係者の情報共有

の支援

白山市医師会が中心となり、ＩＣＴ（コンピュータやインターネッ

トに関連する情報通信技術）を活用した訪問看護や居宅介護支援事

業所との情報共有を図ります。

医療・介護関係者の研修
医療・介護サービス事業所等が研修を通して、顔の見える関係を構

築します。

地域住民への普及啓発
在宅医療介護連携協議会が、在宅医療や介護、看取り等への市民の

理解が進むよう、講演会等を開催します。

在宅医療・介護連携に関する

関係市町の連携

在宅医療介護連携協議会が、近隣市町と共同でシンポジウム等を開

催します。

地域包括支援センター

介護サービス事

在宅医療連携支援センター
（公立つるぎ病院内）

訪問診療
介護サービス

関係機関の
連携体制の
構築支援
関係機関の

訪問看護等

訪問診療

診療所・在宅療養支援診療所・
歯科診療所等

一時入院
（急変時の一時受け入れ） 訪問看護事業所、薬局等

病院・在宅療養支援病院・
診療所 有床診療所 等

白山市在宅医療介護連携協議会
（事務局：白山市医師会、公立つるぎ病院、白山市）

連携

サービス連携会議（松任、美川、鶴来、白山ろく地域）

利用者・患者

介護施設・事業所

一時入所在宅療養支援
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３．介護に取り組む家族等への支援の充実

　介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合い、家族への過度の負担を軽減すること
を大きな目的として創設されました。様々なサービスにより家族の負担は軽減された面もあり
ますが、今もなお身体的・心理的負担を抱える家族が多くあります。
　必要な介護サービスや高齢者福祉サービスの充実を図り、介護を必要とする高齢者だけで
なく、家族介護者を含めて支えていくための取り組みを推進します。

現状と課題

○　在宅介護実態調査では、今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる
介護として、認知症への対応が約 40％、夜間の排泄が約 31％、日中の排泄が約 29％、
入浴・洗身が約 24％、外出の付き添い、送迎等が約 21％となっています。また、フル
タイム又はパートタイムで勤務している主な介護者は約 51％となっています。働く家族
をはじめ家族介護者に対する支援体制の充実が必要です。

〇　高齢者自身や高齢者を介護する家族の身近な相談窓口として、地域包括支援センター
を設置し、個別ケースの課題解決や支援者のネットワークを構築する「個別地域ケア会議」
や地域課題を整理し解決策を検討する「公民館や日常生活圏域単位の地域ケア会議」を
開催しています。

　　しかしながら、高齢の親と無職独身の子が同居する 8050 問題や、介護と育児に同時
に直面するダブルケアなど個人・世帯で複数の課題を抱える世帯が増加しています。また、
在宅介護実態調査では確認できませんでしたが、18 歳未満の子どもが家族の介護など
を行うヤングケアラーにも注意を払う必要があります。

　　このような複合的な課題に対応するため、地域包括支援センターと子ども・障害者・
高齢者・生活困窮等に係る多機関が協働し、連携するための窓口として、福祉総合調整
室を令和 3 年度に設置しました。

○　市内の認知症対応型共同生活介護（グループホーム）に認知症相談窓口を設置して
います。また、地域の人や専門家、認知症の人とその家族等、誰でも気軽に集い交流
できる認知症カフェを定期的に開催しています。

施策の展開

○　施設整備（詳細は次項参照）をはじめとした介護サービスや高齢者福祉サービスの
充実により、家族介護者の介護負担の軽減を図ります。また、介護予防講座等を通じて、
介護が必要になった場合に利用できるサービスや支援について周知します。

○　働く人が介護のために離職せざるを得ない状況や家族介護者の孤立等を防ぐため、
地域に出向いた相談会を実施します。

○　認知症対応型共同生活介護（グループホーム）や認知症カフェにおける認知症相談
窓口を周知し、早い段階で適切な医療や介護へつなげます。
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○　地域包括支援センターが必要に応じて速やかに訪問する等の柔軟な対応で家族介護者
を支援するとともに、家族等を含めた複合的課題についても「断らない相談」体制を推進
します。また、複合的な課題の解決に向け、行政機関その他関係機関と連携して「総合
支援調整会議」や「個別調整会議」を開催し、相談内容の把握、支援の方向性の整理、
役割分担、支援方法等を明確にすることで、重層的な相談支援体制の充実に努めます。

 １９

○ 地域包括支援センターが必要に応じて速やかに訪問する等の柔軟な対応で家族介護

者を支援するとともに、家族等を含めた複合的課題についても「断らない相談」体制を

推進します。また、複合的な課題の解決に向け、行政機関その他関係機関と連携して「総

合支援調整会議」や「個別調整会議」を開催し、相談内容の把握、支援の方向性の整理、

役割分担、支援方法等を明確にすることで、重層的な相談支援体制の充実に努めます。

 
 
■高齢者福祉サービス

※いずれのサービスも、利用対象者となるための要件があります。

 
 

 

サービス名 内 容

紙おむつ購入助成事業
大人用紙おむつ、大人用紙パンツ、尿取りパットを購入時に費用

の一部を助成します。

外出支援サービス事業

○車いす等利用者外出支援事業

自宅と医療機関等の往復時、移送用車輌対応タクシーの料金の

一部を助成します。

○要援護高齢者外出支援事業

通常の交通機関で外出することが困難な方に、タクシー料金

の一部を助成します。

寝具乾燥消毒サービス事業 掛け布団、敷き布団、毛布を丸洗い、乾燥、消毒します。

理髪サービス事業 自宅に理容師、美容師が訪問し整髪、顔そりを行います。

在宅介護サービス利用料助成

事業

利用した在宅サービスの自己負担額のうち、 ％を助成します。

号被保険者在宅サービス利

用助成事業

号被保険者で、在宅サービスの自己負担額が利用限度額を超え

た方に対して、超えた部分の を助成します。

在宅介護支援金支給事業
要介護 ・・ の方を在宅で介護している家族に対して支援金を

支給します。

※いずれのサービスも、利用対象者となるための要件があります。
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４．居住環境の整備

　高齢者が住み慣れた家庭や地域で生活するためには、住環境の整備が不可欠です。
　特に、転倒については、生活の自立度や介護度の悪化を一挙に招く可能性があることから、
住宅等のバリアフリー化やユニバーサルデザインを推奨し、住環境の整備を図ります。　　
　また、自宅での生活が難しくなった高齢者に対する生活の場の確保に努めます。

現状と課題

○　ニーズ調査では、転倒に不安を感じる方の割合が約 48％という結果となっています。
また、実際に転倒した経験のある方の割合は約 31％となっています。

○　本市における 65 歳以上の新規要介護（要支援）認定者のうち、申請する原因疾患の
第 1 位は骨折や変形性関節症等の筋骨格系疾患となっています。

○　要介護（要支援）認定者の増加に加え、一人暮らしや高齢者のみ世帯も増加すると
考えられることから、高齢者等が安心安全に生活できる住まいの確保が求められます。

施策の展開

○　手すりの取り付け、段差の解消、和式トイレを洋式トイレに交換する等、高齢者が安心
安全に暮らすことができるよう、住宅改修の相談や改修費の助成について支援します。

○　介護は必要ではないが、自宅での生活に不安や不便を感じる高齢者に対応した生活の
場を確保するため、ケアハウスや養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅への入居
を支援します。

（ １ ）ケアハウス
　軽費老人ホームの一つで、自炊ができない程度の身体機能の低下、あるいは加齢や
心身機能の低下により自宅での生活に不安があり、家族による援助を受けることが困難
な高齢者（原則 60 歳以上）のための施設です。
　入所については、直接施設に申し込みます。

 
２０

４４ 居居住住環環境境のの整整備備 

高齢者が住み慣れた家庭や地域で生活するためには、住環境の整備が不可欠です。 
特に、転倒については、生活の自立度や介護度の悪化を一挙に招く可能性があることから、

住宅等のバリアフリー化やユニバーサルデザインを推奨し、住環境の整備を図ります。  
また、自宅での生活が難しくなった高齢者に対する生活の場の確保に努めます。 
 
 
 

○ ニーズ調査では、転倒に不安を感じる方の割合が約 ％という結果となっています。

また、実際に転倒した経験のある方の割合は約 ％となっています。

○ 本市における 歳以上の新規要介護（要支援）認定者のうち、申請する原因疾患の

第 位は骨折や変形性関節症等の筋骨格系疾患となっています。

○ 要介護（要支援）認定者の増加に加え、一人暮らしや高齢者のみ世帯も増加すると考

えられることから、高齢者等が安心安全に生活できる住まいの確保が求められます。 
 
 
 
 
○ 手すりの取り付け、段差の解消、和式トイレを洋式トイレに交換する等、高齢者が安

心安全に暮らすことができるよう、住宅改修の相談や改修費の助成について支援します。 
○ 介護は必要ではないが、自宅での生活に不安や不便を感じる高齢者に対応した生活の

場を確保するため、ケアハウスや養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅への入

居を支援します。 
 
（１）ケアハウス 

軽費老人ホームの一つで、自炊ができない程度の身体機能の低下、あるいは加齢や

心身機能の低下により自宅での生活に不安があり、家族による援助を受けることが困

難な高齢者（原則 歳以上）のための施設です。

入所については、直接施設に申し込みます。

■施設の状況

項目
年度

（ ）

計画期間

年度

（ ）

年度

（ ）

年度

（ ）

施設数 施設 施設 施設 施設

定 員 人 人 人 人

現現状状とと課課題題

施施策策のの展展開開
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（ ２ ）養護老人ホーム
　心身機能の低下や経済的な理由により自宅での生活に支障のある高齢者（原則 65 歳
以上）のための施設です。
　入所に際しては、市が入所希望者の状態を調査し、入所の必要性について検討すること
になります。

　施設数　7 施設、入所者数　34 人（令和 5 年 10 月 1 日現在）
　※施設数は、白山市が入所委託している数です。

（ ３ ）有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅
　加齢等により自宅での生活に不安のある高齢者（一般的に 60 歳以上）のための施設で、
食事の提供や生活上の相談等の支援を受けることができます。
　入居については、直接施設に申し込みます。

 ２１

（２）養護老人ホーム

心身機能の低下や経済的な理由により自宅での生活に支障のある高齢者（原則

歳以上）のための施設です。

入所に際しては、市が入所希望者の状態を調査し、入所の必要性について検討する

ことになります。 
 

施設数 ７施設、入所者数 34 人（令和５年 10 月１日現在） 
※施設数は、白山市が入所委託している数です。 

 
（３）有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅

加齢等により自宅での生活に不安のある高齢者（一般的に 歳以上）のための施

設で、食事の提供や生活上の相談等の支援を受けることができます。

入居については、直接施設に申し込みます。

 
 
■有料老人ホームの状況

項目
年度

（ ）

計画期間

年度

（ ）

年度

（ ）

年度

（ ）

施設数 施設 施設 施設 施設

定 員 人 人 人 人

※民間事業所が整備するため、計画期間中に施設数等が増加する場合があります。

 
■サービス付き高齢者向け住宅の状況

項目
年度

（ ）

計画期間

年度

（ ）

年度

（ ）

年度

（ ）

施設数 施設 施設 施設 施設

定 員 人 人 人 人

※民間事業所が整備するため、計画期間中に施設数等が増加する場合があります。

 
 
 
 
 

※民間事業者が整備するため、計画期間中に施設数等が増加する場合があります。

※民間事業者が整備するため、計画期間中に施設数等が増加する場合があります。
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１．地域包括ケアシステムの深化・推進（重点施策）

２．要援護高齢者の人権擁護の推進（重点施策）

３．災害、感染症対策の推進
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第７章　地域全体で見守り・支え合う体制づくり

１．地域包括ケアシステムの深化・推進（重点施策）

　ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、認知症の高齢者の増加に加え、8050 問題やダブル
ケアなど複合的な課題を抱えるケースが増加している中、住み慣れた地域で自分らしく暮らし
続けることができるよう、地域包括ケアシステムの一層の推進に取り組みます。市民や高齢者
自身、NPO や民間企業等の多様な主体が「我が事」として地域づくりに参画することが必要
です。世代を超えて「丸ごと」つながることで、市民一人ひとりが生きがいと役割を持ち、
助け合いながら暮らしていくことのできる「地域共生社会」の実現を目指した、地域で支え
合う体制の構築を推進します。

現状と課題

○　介護や医療、認知症、介護予防、生活支援等様々な面から、高齢者やその家族を支える
身近な相談窓口として、地域包括支援センターを設置しています。

○　地域包括支援センターが中心となり、個別ケースの課題解決や地域課題の把握、支援者
のネットワークを構築する「個別地域ケア会議」、地域課題を整理し解決策の検討を行う

「地域コミュニティ組織や日常生活圏域単位の地域ケア会議」を開催しています。
○　生活支援に関する資源開発や関係者のネットワークづくりを行う生活支援コーディ

ネーター（地域支え合い推進員）と地域包括支援センター等で、地域の生活課題につい
て協議していますが、新たな社会資源の開発や地域づくり等、市全体の課題解決につなげ
る取り組みは不足しています。

○　日常生活のちょっとした困りごとをお手伝いする生活支援サポーターは、これまでに
171 人養成し 133 人が登録しており、生活の課題を抱える高齢者とのマッチングを
行っています。

○　介護人材確保が喫緊の課題である中、地域包括システムの構築に向けて重要な担い手
となる地域包括支援センターについても人材確保が困難となっています。相談内容の
多様化・複雑化により複合的な課題を抱えるケースが増加しており、地域包括支援セン
ター職員の負担も増大しています。

〇　多様化・深刻化する地域課題の解決のため、市内 28 地区において、地域で知恵や
発想を生かした取組みを持続的に実践する「地域コミュニティ組織」を設立し、市民
協働で創るまちづくりを推進しています。

○　市と民間企業等が協力して高齢者に対する見守りを行う、地域見守り活動に関する
協定を締結しています。協定企業等が日常業務の中で高齢者の異変を発見した場合に、
その状況を市へ連絡し、市は当該高齢者の状況を確認して必要な支援を行います。また、
石川県においても民間企業と協定を締結し、ゆるやかな見守り活動を行っており、異変
を発見した場合には、各市町へ連絡することとしています。
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２３

〇 複合的な課題を抱え、多機関での関りが求められる困難ケースについては、福祉総

合調整室が窓口となり、対応方針や中心となって関わる機関を決定する総合支援調整

会議を開催し、必要に応じて個別調整会議で具体的な関わり方等について検討してい

ます。

○ 「いつもと違う」「何かおかしい」と感じた時に、早急に把握や支援ができるよう、

見守り体制や緊急時の対応の充実が必要です。

■地域包括ケアシステム

■地域ケア会議

項目 内容

個別地域ケア会議 個別課題の検討、ネットワークの構築、地域課題の把握

地域コミュニティ組織や日常

生活圏域単位の地域ケア会議

個別地域ケア会議の積み重ねから発見される地域課題を

整理し、解決策を検討

地域ケア推進会議（市全域で

の地域ケア会議）

地域コミュニティ組織や日常生活圏域単位の地域ケア会

議でまとめられた課題等について検討

、  

「 問題」や「ダブルケア」など複合化複雑化した課題に対し、子ども・障害者・

高齢者・生活困窮者といった対象者ごとではなく、世帯単位での支援体制を整備するた

め、「断らない相談窓口」として創設されました。

福祉総合調整室とは

 

２３

〇 複合的な課題を抱え、多機関での関りが求められる困難ケースについては、福祉総

合調整室が窓口となり、対応方針や中心となって関わる機関を決定する総合支援調整

会議を開催し、必要に応じて個別調整会議で具体的な関わり方等について検討してい

ます。

○ 「いつもと違う」「何かおかしい」と感じた時に、早急に把握や支援ができるよう、

見守り体制や緊急時の対応の充実が必要です。

■地域包括ケアシステム

■地域ケア会議

項目 内容

個別地域ケア会議 個別課題の検討、ネットワークの構築、地域課題の把握

地域コミュニティ組織や日常

生活圏域単位の地域ケア会議

個別地域ケア会議の積み重ねから発見される地域課題を

整理し、解決策を検討

地域ケア推進会議（市全域で

の地域ケア会議）

地域コミュニティ組織や日常生活圏域単位の地域ケア会

議でまとめられた課題等について検討

、  

「 問題」や「ダブルケア」など複合化複雑化した課題に対し、子ども・障害者・

高齢者・生活困窮者といった対象者ごとではなく、世帯単位での支援体制を整備するた

め、「断らない相談窓口」として創設されました。

福祉総合調整室とは

〇　複合的な課題を抱え、多機関での関りが求められる困難ケースについては、福祉総合
調整室が窓口となり、対応方針や中心となって関わる機関を決定する総合支援調整会議
を開催し、必要に応じて個別調整会議で具体的な関わり方等について検討しています。

○　「いつもと違う」「何かおかしい」と感じた時に、早急に把握や支援ができるよう、
見守り体制や緊急時の対応の充実が必要です。

福祉総合調整室とは
　「8050 問題」や「ダブルケア」など複合化複雑化した課題に対し、子ども・障害者・高齢者・生
活困窮者といった対象者ごとではなく、世帯単位での支援体制を整備するため、「断らない相談窓口」
として創設されました。



第
７
章

第７章　地域全体で見守り・支え合う体制づくり

27
 

２４

 
 
○ 地域包括支援センターの業務が円滑かつ適切に実施されるよう、運営状況や業務内

容等について地域包括支援センター運営協議会により評価・点検します。また、評価結

果に基づき、必要な体制の検討を行います。

○ 地域包括支援センター間の総合調整を行うことや、複合的な課題解決のため、重層

的な相談支援体制の充実に努めること、各種研修会の充実により地域包括支援センタ

ー職員への後方支援を行い負担軽減を図ります。

○ 「個別地域ケア会議」、「地域コミュニティ組織や日常生活圏域単位の地域ケア会議」

の開催を継続し、多様な職種や機関との連携協働によるネットワーク構築を推進しま

す。また「地域ケア推進会議」を開催し、地域の課題を共有し、新たな社会資源の開発

や地域づくりのあり方等、施策につなげるための検討を行います。

○ 地域コミュニティ組織と連携し、地域住民やＮＰＯ、民間企業等の多様な主体によ

る生活支援サービスの活用について話し合い、新たな社会資源の開発や市全体の課題

解決につながる取組みを推進します。

○ これまで養成した生活支援サポーターの活動充実と支援を行い、世代を超えて市民

が共に支え合う地域づくりを推進し、生活支援体制の整備に努めます。

○ 地域見守り活動を行う協定企業等を拡大し、人と人、人と社会がつながり、助け合い

ながら暮らしていくことのできる地域づくりを推進します。

○ 令和３年度に設置された福祉総合調整室を窓口として、行政機関その他関係機関と

連携することで、重層的な相談支援体制の充実に努め、複合的な課題の解決を行いま

す。

○ 高齢者が、地域で安心安全に生活できるよう見守りや安否確認、緊急時の対応を行

うサービスを提供します。

（１）地域ケア会議の開催

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

個別地域ケア会議

開催回数 回
継 続 継 続 継 続

地域コミュニティ組織

単位や日常生活圏域の

地域ケア会議

開催回数 回

継 続 継 続 継 続

地域ケア推進会議

開催回数 回
継 続 継 続 継 続

施施策策のの展展開開
施策の展開

○　地域包括支援センターの業務が円滑かつ適切に実施されるよう、運営状況や業務内容
等について地域包括支援センター運営協議会により評価・点検します。また、評価結果
に基づき、必要な体制の検討を行います。

○　地域包括支援センター間の総合調整を行うことや、複合的な課題解決のため、重層的
な相談支援体制の充実に努めること、各種研修会の充実により地域包括支援センター
職員への後方支援を行い負担軽減を図ります。

○　「個別地域ケア会議」、「地域コミュニティ組織や日常生活圏域単位の地域ケア会議」の
開催を継続し、多様な職種や機関との連携協働によるネットワーク構築を推進します。
また「地域ケア推進会議」を開催し、地域の課題を共有し、新たな社会資源の開発や
地域づくりのあり方等、施策につなげるための検討を行います。

○　地域コミュニティ組織と連携し、地域住民や NPO、民間企業等の多様な主体による
生活支援サービスの活用について話し合い、新たな社会資源の開発や市全体の課題解決
につながる取り組みを推進します。

○　これまで養成した生活支援サポーターの活動充実と支援を行い、世代を超えて市民が
共に支え合う地域づくりを推進し、生活支援体制の整備に努めます。

○　地域見守り活動を行う協定企業等を拡大し、人と人、人と社会がつながり、助け合い
ながら暮らしていくことのできる地域づくりを推進します。

○　令和 3 年度に設置された福祉総合調整室を窓口として、行政機関その他関係機関と
連携することで、重層的な相談支援体制の充実に努め、複合的な課題の解決を行います。

○　高齢者が、地域で安心安全に生活できるよう見守りや安否確認、緊急時の対応を行う
サービスを提供します。

（ １ ）地域ケア会議の開催
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（２）生活支援に関する協議

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

地域コミュニティ組織

との協議
回 回 回

市全域レベルの協議 回 継 続 継 続

 
（３）生活支援サポーターの活動支援

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

スキルアップ講座

開催回数 回
継 続 継 続 継 続

（４）地域見守りネットワークの整備

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

地域見守り協定

企業等数 か所

拡 充

か所

拡 充

か所

拡 充

か所

（５）地域における見守り体制など

サービス名 内 容

ひとり暮らし高齢者等配食

サービス事業

心身の障害等のため、自分で調理できず、買い物にも行けない、

また家族等から食事の提供を受けることが困難な方に、弁当を

自宅まで届け、配食時における安否確認を行います。

緊急通報体制整備事業

急病や火災等の緊急時の通報体制として、自宅に通報装置、安

否センサー、火災報知機を設置して、安全で安心できる生活を

支援します。

高齢者等見守り機器助成事業

在宅で見守りを必要とする高齢者等を対象とし、自宅に見守り

機器を設置する初期費用を助成し、離れて暮らす家族や地域の

町内会等が安否確認できる環境を支援します。

認知症高齢者等家族支援

サービス

行方不明になる恐れのある高齢者等に対し、行方不明の事故を

未然に防止するための位置情報検索サービスの利用支援や費用

助成を行い、高齢者等と家族の安心・安全な生活を支援します。

認知症高齢者等安心ネット

ワーク

行方不明になる恐れのある高齢者等の顔写真や身体的特徴をあ

らかじめ市に登録しておき、行方不明時により早く発見できる

よう協力団体へ情報提供し、捜査への協力をお願いしています。

救急医療情報キット
万一の救急時に備えて、医療情報等を準備し、救急時に活用し

ます。

（ ２ ）生活支援に関する協議

（ ３ ）生活支援サポーターの活動支援

（ ４ ）地域見守りネットワークの整備

（ ５ ）地域における見守り体制など
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２．要援護高齢者の人権擁護の推進（重点施策）

　高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある暮らしを続けるために、高齢者虐待防止の取り組み
や高齢者虐待対応の強化等、高齢者の人権を守る取り組みを推進します。
　認知症等により判断能力が十分ではない高齢者の権利を守る成年後見制度の周知啓発や利用
促進等、権利擁護支援体制の構築を推進します。

現状と課題

○　広報誌において、虐待の対応窓口について住民に周知しています。
○　高齢者虐待対応マニュアルを作成し、地域包括支援センターと連携し、高齢者虐待

対応を行っています。地域包括支援センターを中心に、虐待を行った養護者への支援や、
高齢者虐待の 5 類型（身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、
経済的虐待）に該当しないセルフネグレクトや養護者ではない者からの虐待についても、
虐待に応じた対応を行っています。

○　近年、高齢者が子から虐待を受ける事例が多くなっています。虐待者である子が精神
疾患や経済的な問題を抱えていることも多く、複合的な課題に対応するため、高齢者・
障害者・子ども・生活困窮等に係る多機関が協働し、連携する仕組みが必要です。

○　すべての介護サービス施設・事業所を対象に、高齢者の人権擁護、虐待の発生又は
その発生を防止する観点から虐待防止措置を講じることが義務付けられました。

○　養介護施設従事者等による虐待防止のため、障害福祉課と協働し、市内介護事業所や
障害者施設等を対象に、管理者・施設長向けと介護職員等向けの研修会を開催しています。

○　高齢者、障害者及び子ども、その養護者や保護者に対する支援の方策や連携協力体制
のあり方などを協議するため虐待防止ネットワーク運営委員会を設置しています。具体的
には、虐待要因の分析や事例を通して虐待対応体制の評価、改善に向けての協議を行って
います。また医師や司法書士、人権擁護委員や民生委員、福祉事業所、警察など多機関
が運営委員となることで、早期発見・見守り、保健医療福祉サービスや関係専門機関介入
支援を図るネットワークの構築につながっています。

○　認知症高齢者等の判断能力が十分でない人の権利や財産を守り、住み慣れた地域で
安心して暮らせる体制が必要です。国の成年後見制度利用促進基本計画に基づき、令和
5 年度に成年後見制度の利用促進を担う中核機関を福祉総合調整室内に設置し、権利
擁護支援の取り組みや、支援組織の体制の充実を図っています。

○　消費者被害については、消費生活センターが中心となり、振り込め詐欺や悪徳商法の
防止、相談・支援を行っており、必要時には消費生活センターと連携しています。

○　介護を必要とする人が安心して介護サービスを利用できるよう、介護相談員がデイサー
ビスや特別養護老人ホーム等を訪問して利用者に話を伺っております。介護相談員が
利用者と介護サービス提供事業者との橋渡し役となり、介護相談員の気付いたことや
利用者の思いを介護サービス提供事業者に伝えることで、介護サービスの向上を図って
おります。
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施策の展開

○　令和 3 年度に設置された福祉総合調整室を窓口として、複合的な課題の解決に向け、
行政機関その他の関係機関と連携することで、重層的な相談支援体制の充実に努め、虐待
を行った養護者に対する支援も行い再発防止に取り組みます。

○　介護サービス施設・事業所において、高齢者虐待の防止と早期発見に向けて、虐待防止
措置を講じることができるよう、運営指導等を通じて状況確認を行うとともに、必要な
助言や援助を行います。

○　養介護施設従事者等による高齢者虐待については、通報があった際に迅速に対応が
できるよう県と連携・協働していきます。

○　福祉総合調整室内に設置された中核機関が中心となり、成年後見制度や相談窓口の
周知を図るとともに、権利擁護支援を必要とする方が、必要なときに適切な支援につな
がるよう、地域で支える体制を構築する「地域連携ネットワーク」を推進します。

 ２８

 
 
○ 令和３年度に設置された福祉総合調整室を窓口として、複合的な課題の解決に向け、

行政機関その他の関係機関と連携することで、重層的な相談支援体制の充実に努め、

虐待を行った養護者に対する支援も行い再発防止に取組みます。

○ 介護サービス施設・事業所において、高齢者虐待の防止と早期発見に向けて、虐待防

止措置を講じることができるよう、運営指導等を通じて状況確認を行うとともに、必

要な助言や援助を行います。

○ 養介護施設従事者等による高齢者虐待については、通報があった際に迅速に対応が

できるよう県と連携・協働していきます。

○ 福祉総合調整室内に設置された中核機関が中心となり、成年後見制度や相談窓口の

周知を図るとともに、権利擁護支援を必要とする方が、必要なときに適切な支援につ

ながるよう、地域で支える体制を構築する「地域連携ネットワーク」を推進します。

（１）白山市虐待防止ネットワーク運営委員会の開催

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

開催回数

回
継 続 継 続 継 続

 
（２）高齢者虐待防止研修会の開催

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

管理者・施設長対象

回
継 続 継 続 継 続

介護職員等対象

回
継 続 継 続 継 続

（３）成年後見制度 中核機関等の設置

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

中核機関の設置 継 続 継 続 継 続

運営協議会の開催

年 回
年２回 継 続 継 続

権利擁護ケース会議

の開催（随時）
継 続 継 続 継 続

施策の展開

（ １ ）白山市虐待防止ネットワーク運営委員会の開催

（ ２ ）高齢者虐待防止研修会の開催

（ ３ ）成年後見制度　中核機関等の設置
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■白山市虐待防止ネットワーク組織図

※令和６年４月より「こども子育て課」の名称を「子育て支援課」「保育こども園課」に変更

 

地域の見守り活動

高齢者・障害者・児童

とその家族

隣近所・町内会
民生委員児童委員・福祉協力員
人権擁護委員・介護相談員

老人会 等

◇連携
◇見守り依頼
◇虐待防止・早期発見
のための普及・啓発

長寿介護課・障害福祉課
子ども総合相談室・こども子育て課

いきいき健康課

介護保険・障害者
福祉サービス事業所
保育所・認定こども園
幼稚園・小中学校等

医療機関
警察

消防 等

市関係部局
石川中央

保健福祉センター
福祉相談部

連携連携

連携

家庭裁判所・弁護士・警察・司法書士・医師 等

・活動状況等の報告

・困難事例の報告

・ネットワーク運営の管理

・虐待対応体制の評価、見直し

白山市虐待防止ネットワーク運営委員会

相談・通報
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３．災害、感染症対策の推進

　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、緊急時や災害時に適切な支援を受ける
ことができる仕組みが必要であり、日頃から近所の人や地域で声を掛け合う「顔の見える関係
づくり」が重要です。
　今後は、大規模災害への備えとして、自力で避難することが困難な高齢者等の避難支援に
ついて、地域の理解を深めるための取り組みを推進していきます。

現状と課題

○　近年の豪雨や地震等の災害及び感染症の流行を踏まえ、介護サービス事業所等に対し、
防災や感染症対策についての普及啓発を行っていますが、研修・訓練の実施や、災害発生
時に必要な物資の備蓄・調達・輸送体制の整備が不足しています。

○　災害対策基本法に基づき、災害時の避難に支援を要するひとり暮らし高齢者や高齢者
のみ世帯、介護保険の認定を受けている方、障害のある方等を掲載した、避難行動要
支援者名簿を民生委員と協働し作成しており、地域の避難支援等関係者がすみやかに
避難支援を行えるよう、町内会等と名簿提供のための協定を締結しています。

◯　避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難のため、支援する人や避難先などを記載した
個別避難計画の作成を進めます。避難時の支援には、地域の避難支援等関係者の協力が
不可欠であり、個別避難計画の作成についても、地域の実情に応じた作成方法が求め
られます。

○　避難行動要支援者名簿や個別避難計画を元に、声かけ等の見守りや地域の防災訓練を
実施し、地域で支え合う体制づくりの強化に努めることが必要です。

○　災害時においては、避難行動要支援者や、一般の避難所での生活が困難な高齢者・
障害のある方・妊産婦等の要配慮者を受け入れる福祉避難所の設置が必要であり、設備
や機能を兼ね備えた市内及び隣接する市町にある施設と「福祉避難所の設置運営に関
する協定」を締結しています。また、福祉避難所における介護職等の不足に備え、人的
支援に関する協定を締結しています。なお、福祉避難所設置・運営マニュアルを作成し
配付していますが、災害時に福祉避難所として機能するための研修や訓練の継続が必要
です。

〇　災害や感染症が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる
体制を構築することが重要であり、令和５年度までに全ての介護サービス事業者を対象
に、業務継続計画（ＢＣＰ）の策定と、計画に即した研修や訓練の実施が義務付けられ
ました。
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施策の展開

○　石川県や庁内関係部局・機関と連携して、介護サービス事業所等における災害や感染症
の発生時に必要な物資について備蓄・調達・運搬体制の整備に努めます。

○　庁内関係部局と連携して住民一人ひとりの防災・減災意識の向上や地域福祉への理解の
推進を図り、全町内会との「避難行動要支援者名簿の提供に関する協定」の締結を目指し
ます。

〇　避難行動要支援者に対する個別避難計画の作成の啓発を行い、地域の実情に応じた取
り組みを支援します。

○　福祉避難所としての設備や機能を兼ね備えた施設との協定や福祉避難所における人的
支援に関する協定の締結を推進するとともに、新たに協定した施設には、運営に必要な
衛生物資の配付を行います。また、施設等と協働し、開設時の受け入れの研修や訓練を
行います。

〇　介護サービス事業所の中で、業務継続計画（ＢＣＰ）に基づく研修や訓練が定期的に
行われるよう、運営指導の場などを通して状況確認を行うとともに、必要な助言や援助
を行います。

 ３１

 
○ 石川県や庁内関係部局・機関と連携して、介護サービス事業所等における災害や感

染症の発生時に必要な物資について備蓄・調達・運搬体制の整備に努めます。 
○ 庁内関係部局と連携して住民一人ひとりの防災・減災意識の向上や地域福祉への理

解の推進を図り、全町内会との「避難行動要支援者名簿の提供に関する協定」の締結を

目指します。

〇 避難行動要支援者に対する個別避難計画の作成の啓発を行い、地域の実情に応じた

取組みを支援します。

○ 福祉避難所としての設備や機能を兼ね備えた施設との協定や福祉避難所における人

的支援に関する協定の締結を推進するとともに、新たに協定した施設には、運営に必

要な衛生物資の配付を行います。また、施設等と協働し、開設時の受け入れの研修や訓

練を行います。

〇 介護サービス事業所の中で、業務継続計画（ＢＣＰ）に基づく研修や訓練が定期的に

行われるよう、運営指導の場などを通して状況確認を行うとともに、必要な助言や援

助を行います。

（１）避難行動要支援者の名簿の提供に関する町内会協定

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

町内会との協定率

％

拡 充

％

拡 充

％

拡 充

％

（２）個別避難計画作成に向けた地域への啓発及び支援

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

地域への啓発

計画作成の支援
継 続 継 続 継 続

（３）福祉避難所の整備

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

福祉避難所

設置数 か所57

拡 充

か所

拡 充

か所

拡 充

か所

 
 

施策の展開

（ １ ）避難行動要支援者の名簿の提供に関する町内会協定

（ ２ ）個別避難計画作成に向けた地域への啓発及び支援

（ ３ ）福祉避難所の整備
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（４）福祉避難所の支援

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

研修会の開催 １回
避難時の受け入れ

訓練の実施
継 続 継 続

■白山市福祉避難所一覧（令和 年 月 日現在）

施設名 所在地

特別養護老人ホーム 松美苑 笠間町 番地

特別養護老人ホーム つるべ荘 一塚町 番地

特別養護老人ホーム 福寿園 山島台四丁目 番地

特別養護老人ホーム キラッと篤寿苑 平加町ヌ 番地

特別養護老人ホーム あじさいの郷 明島町春 番地

特別養護老人ホーム 大門園 佐良口 番地

特別養護老人ホーム 美杉の郷 桑島 号 番地

特別養護老人ホーム かんじん 野々市市新庄二丁目 番地

特別養護老人ホーム 富樫苑 野々市市中林四丁目 番地

地域密着型特別養護老人ホーム 白山ぬくもりホーム 八ツ矢町 番地

地域密着型特別養護老人ホーム おかりや 倉光三丁目 番地

地域密着型特別養護老人ホーム 松美苑サテライト 剣崎町 番地

地域密着型特別養護老人ホーム キラッと美川 美川和波町ワ 番地

地域密着型特別養護老人ホーム 鶴来ふくまるハウス 鶴来本町四丁目リ 番地

介護老人保健施設 千代野苑 米永町 番地

介護老人保健施設 なごみ苑 米永町 番地

介護老人保健施設 あんじん 野々市市新庄二丁目 番地

介護老人保健施設 あんじん川北 川北町壱ツ屋 番地

ケアハウス 剣崎 剣崎町 番地

ケアハウス まっとう 山島台四丁目 番地

ケアハウス メゾンウルーズ 相木町 街区

ケアハウス キラッと白山 美川和波町力 番地

ケアハウス 鳥越 若原町甲 番地

石川県百々鶴荘 野々市市上林一丁目 番地

グループホーム ほたる 石同新町 番地

グループホーム 白山ぬくもりホーム 八ツ矢町 番地

ぐるーぷほーむ 源兵島 源兵島町 番地

グループホーム あいけむ 宮保町 番地

グループホーム ほほえみホーム 米永町 番地

ぐるーぷほーむ 暖暖 北安田町 番地

グループホーム 太陽のプリズム徳光 徳光町 番地

グループホーム 遊子苑 乙丸町 番地

グループホーム ほたる横江 横江町 番地

グループホーム 野の花 今平町 番地

グループホーム キラッと篤寿苑 平加町ヌ 番地

グループホーム あすか 月橋町 番地

（ ４ ）福祉避難所の支援
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グループホーム ぼたん 明島町西 番地

グループホーム くろゆり 吉野東 番地

グループホーム 共永 上野町東 番地

グループホーム あんのん 野々市市新庄二丁目 番地

小規模多機能型居宅介護事業所 敬愛 横町 番地

小規模多機能ホーム 絆 中奥町 番地

小規模多機能型居宅介護 鶴来ふくまるハウス 鶴来本町四丁目ﾘ 番地

福寿園デイサービスセンター 山島台四丁目 番地

剣崎デイサービスセンター 剣崎町 番地

光野デイサービスセンター 番匠町 番地

笠間デイサービスセンター 笠間町 番地

湊デイサービスセンター 湊町力 番地

デイサービスセンターあじさいの郷 明島町春 番地

大門園デイサービスセンター 佐良ﾛ 番地

美杉の郷デイサービスセンター 桑島 号 番地

富樫苑デイサービスセンター 野々市市中林 丁目 番地

サービス付高齢者向け住宅 おかりや 倉光三丁目 番地

佛子園 北安田町 番地

障害者支援施設 青い鳥 杉森町ヘ 番地

障害者支援施設 金沢ふくみ苑 金沢市福増町南 番地

金城大学 看護学部棟 倉光一丁目 番地
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２．介護保険事業の円滑な運営

３．介護人材確保に向けた支援
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第８章　介護サービスや人的基盤の整備

１．自立支援、重度化防止の推進

　高齢者が住み慣れた地域でその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう
支援することや、要介護状態等となることの予防、要介護状態等の軽減・悪化の防止を図ること
が必要です。
　介護保険制度の理念である高齢者の自立支援や予防、重度化防止に向けた取り組みを推進し
ます。

参　考
【介護保険法】
　 （目的）
第１条　この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、

排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、
これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必
要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介
護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上
及び福祉の増進を図ることを目的とする。

（国民の努力及び義務）
第４条　国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚

して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリ
テーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する
能力の維持向上に努めるものとする。

現状と課題

〇　高齢化率は年々上昇していますが、要介護認定率の推移は横ばいとなっています。
要介護認定率の上昇を防ぐため、自立支援に資する効果的な介護予防の推進が必要です。

〇　要介護者の介護度が重度化すると、介護給付費増加の一因となります。効果的・効率
的で持続可能な介護給付を推進するため、適正な介護サービスを確保するとともに、
重度化防止に向けた取り組みが必要です。

〇　リハビリテーション専門職等多職種が参加する自立支援ケアプラン会議を活用し、
自立支援・重度化防止につながるケアマネジメントについて検討しています。要支援者
等の状態の改善や生活の質の向上を図るためには、心身機能、活動、参加の各要素に
バランスよく働きかける必要があり、リハビリテーション専門職との連携は不可欠です。

○　要支援１、２の方が利用する訪問型サービス・通所型サービスについて、基準を緩和
したサービスを提供しています。基準を緩和したサービスについては、ＮＰＯや民間
企業等が参入できるとともに、生活支援サポーター養成講座修了者が訪問型サービスに
従事できます。
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○　介護サービスを必要とする方を適正に認定し、適切なケアマネジメントにより利用者
が真に必要とする過不足のないサービスを介護サービス事業者が適切に提供することを
促すため、石川県や石川県国民保険団体連合会と連携し、介護給付適正化に関する取り
組みを行っています。

施策の展開

〇　自立支援や要介護度の改善・維持に対する理解について、広報や介護予防講座等での
周知を行い、効果的な市民主体の介護予防の取り組みを推進します。

○　介護給付費適正化システムを活用し、効果的・効率的に介護サービスの内容を点検
することで、不適切なサービス利用を防ぎ介護報酬請求の適正化を図るなど、介護給付
適正化の取り組みを継続します。

〇　ケアプラン点検支援マニュアルを活用してケアプラン点検を実施し、自立支援に資する
適切なケアマネジメントにつなげることで、要支援・要介護認定者の自立支援・重度化
予防を図ります。

〇　要介護状態等の重度化防止について、リハビリテーション専門職等多職種が参加する
自立支援ケアプラン会議において、課題整理総括表を活用し効果的なアプローチを行う
ことで、質の高いケアマネジメントが実践できるよう支援します。

〇　自立支援・重度化防止に資するリハビリテーションに係るサービス提供が、効果的に
提供されるよう、介護支援専門員や介護サービス事業所のリハビリテーション専門職等
医療職を対象に、研修会や連絡会を開催し、専門性の質の向上と関係者の連携強化を
図ります。

○　訪問型サービス・通所型サービスを利用している事業対象者、要支援者において、介護
予防・日常生活支援総合事業のサービスを継続して利用できるよう支援します。また、
生活を支援する生活支援サポーター等の人材の活用や、新たなサービスの活用に努めて
いきます。

 ３５

○ 介護サービスを必要とする方を適正に認定し、適切なケアマネジメントにより利用

者が真に必要とする過不足のないサービスを介護サービス事業者が適切に提供するこ

とを促すため、石川県や石川県国民保険団体連合会と連携し、介護給付適正化に関す

る取組みを行っています。

■介護給付適正化の取組み

項 目 内 容

要介護認定の適正化

・調査員研修やｅラーニングシステム等の受講勧奨

・介護認定審査会委員の研修等の受講勧奨

・認定調査状況のチェックや指導

ケアマネジメント等

の適正化

・介護支援専門員への指導及びケアプラン点検の実施

・住宅改修や福祉用具貸与等の利用状況の点検及び指導

・介護支援専門員の資質向上のための研修会の開催

事業者のサービス提

供体制及び介護報酬

請求の適正化

・入院等の医療情報と介護情報の突合点検

・加算等の算定要件、過剰な給付、サービス利用形態の偏り等、給付実

績の点検・評価

・介護サービス事業者への運営指導や監査の実施、研修等の受講勧奨

・介護給付費通知書の送付

その他 ・介護相談員による施設訪問

 
 
〇 自立支援や要介護度の改善・維持に対する理解について、広報や介護予防講座等で 

の周知を行い、効果的な市民主体の介護予防の取組みを推進します。 
○ 介護給付費適正化システムを活用し、効果的・効率的に介護サービスの内容を点検

することで、不適切なサービス利用を防ぎ介護報酬請求の適正化を図るなど、介護給

付適正化の取組みを継続します。

〇 ケアプラン点検支援マニュアルを活用してケアプラン点検を実施し、自立支援に資

する適切なケアマネジメントにつなげることで、要支援・要介護認定者の自立支援・

重度化予防を図ります。

〇 要介護状態等の重度化防止について、リハビリテーション専門職等多職種が参加す

る自立支援ケアプラン会議において、課題整理総括表を活用し効果的なアプローチを

行うことで、質の高いケアマネジメントが実践できるよう支援します。

〇 自立支援・重度化防止に資するリハビリテーションに係るサービス提供が、効果的

に提供されるよう、介護支援専門員や介護サービス事業所のリハビリテーション専門

職等医療職を対象に、研修会や連絡会を開催し、専門性の質の向上と関係者の連携強

化を図ります。 
○ 訪問型サービス・通所型サービスを利用している事業対象者、要支援者において、介

護予防・日常生活支援総合事業のサービスを継続して利用できるよう支援します。また、

生活を支援する生活支援サポーター等の人材の活用や、新たなサービスの活用に努めて

いきます。

施施策策のの展展開開
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（１）ケアプラン点検の実施

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

実施件数

件
件 継 続 継 続

（２）介護支援専門員の資質向上のための研修会の開催

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

開催回数

回3
継 続 継 続 継 続

（３）介護支援専門員・介護サービス事業所医療職の自立支援・重度化防止に関与

するリハビリテーションに関する研修会・連絡会の開催

年度

実績見込み

計画期間

年度 年度 年度

━
新 規

回
継 続 継 続

（ １ ）ケアプラン点検の実施

（ ２ ）介護支援専門員の資質向上のための研修会の開催

（ ３ ）介護支援専門員・介護サービス事業所医療職の自立支援・重度化防止に
　　　 関与するリハビリテーションに関する研修会・連絡会の開催
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２．介護保険事業の円滑な運営

　本市は、高齢化率が 28％を超えているだけでなく、今後も、高齢者人口は増加の一途を
たどることが推測されており、それに比例して介護や支援を要する高齢者数も増加すること
が予測されています。
　介護保険制度を安定して維持するため、介護保険事業の効率的な運営に努めています。

（ １ ）サービス供給体制の整備

現状と課題

○　要介護（要支援）認定者の増加が予測されることから、高齢者が要介護（要支援）状態
となっても、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられるよう、サービスの
供給体制の整備に努めます。

○　介護者の負担軽減及び介護離職防止のため、入所施設の整備が求められます。しかし、
安易な施設の増設は介護保険料の負担増加につながるため、施設入所待機者の状況等を
踏まえながら、適切な施設整備を図っております。

施策の展開

○　地域密着型介護老人福祉施設を計画的に整備し、介護者の負担軽減、介護離職の防止
並びに施設入所待機者の解消を図ります。

○　ケアハウスの居室の一部を特定施設入居者生活介護（介護付きの居室）に転換し、
介護度が重くなっても、住み慣れた場所で生活できるよう支援します。

〇　地域における継続的な支援体制の整備を図るため、看護小規模多機能型居宅介護を
新たに整備します。

○　石川県の地域医療構想との整合性を図りながら、医療療養病床及び介護療養型医療
施設から介護医療院への転換を考慮の上、必要なサービス量を見込みます。

 ３７

２２ 介介護護保保険険事事業業のの円円滑滑なな運運営営

 
本市は、高齢化率が ％を超えているだけでなく、今後も、高齢者人口は増加の一途を

たどることが推測されており、それに比例して介護や支援を要する高齢者数も増加するこ

とが予測されています。

介護保険制度を安定して維持するため、介護保険事業の効率的な運営に努めています。

（１）サービス供給体制の整備

○ 要介護（要支援）認定者の増加が予測されることから、高齢者が要介護（要支援）状

態となっても、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられるよう、サービ

スの供給体制の整備に努めます。

○ 介護者の負担軽減及び介護離職防止のため、入所施設の整備が求められます。しか

し、安易な施設の増設は介護保険料の負担増加につながるため、施設入所待機者の状

況等を踏まえながら、適切な施設整備を図っております。

○ 地域密着型介護老人福祉施設を計画的に整備し、介護者の負担軽減、介護離職の防

止並びに施設入所待機者の解消を図ります。

○ ケアハウスの居室の一部を特定施設入居者生活介護（介護付きの居室）に転換し、介

護度が重くなっても、住み慣れた場所で生活できるよう支援します。

〇 地域における継続的な支援体制の整備を図るため、看護小規模多機能型居宅介護を

新たに整備します。

○ 石川県の地域医療構想との整合性を図りながら、医療療養病床及び介護療養型医療

施設から介護医療院への転換を考慮の上、必要なサービス量を見込みます。

■施設整備の計画（必要利用定員等）

項目
整備済数 年度 年度 年度 合計

定員数等 定員数等 定員数等 定員数等 定員数等

① 地域密着型介護老人福祉施設 床 床 － 床 床

② 特定施設入居者生活介護 床 床 － － 床

③ 看護小規模多機能型居宅介護 か所 － － か所 か所

※特定施設入居者生活介護については、白山市内のケアハウスの転換分です。

※令和６年度と令和８年度の地域密着型介護老人福祉施設は、松任中央圏域での整備を予定しています。 

現現状状とと課課題題

施施策策のの展展開開

※特定施設入居者生活介護については、白山市内のケアハウスの転換分です。
※令和 6 年度と令和 8 年度の地域密着型介護老人福祉施設は、松任中央圏域での整備を予定しています。
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①地域密着型介護老人福祉施設
　定員 29 人以下の特別養護老人ホームで、在宅での介護が困難な方（原則要介護 3 以上）
の方に対して、入浴、排泄、食事等の日常生活上の世話や機能訓練、健康管理及び療養
上の世話等を行います。

②特定施設入居者生活介護
　ケアハウスや有料老人ホームの一部を介護付きの居室とし、施設職員が入浴、機能
訓練等のサービスを行います。

③看護小規模多機能型居宅介護
　医療依存度の高い高齢者や在宅での看取り支援など、住み慣れた自宅での療養生活を
支えるサービスです。主治医との連携のもと、医療処置も含めた上で、訪問看護・介護、
通所介護、短期宿泊などを組み合わせたサービスを提供します。

（ ２ ）介護サービスの目標量
　介護保険制度が発足した平成 12 年度以降、介護給付費は年々増加し続けています。
平成 12 年度の介護給付費は約 32.5 億円（合併前の 1 市・2 町・5 村（広域連合）
の合計）でしたが、令和 4 年度には約 90 億円（介護予防・日常生活支援総合事業
移行分含む）と約 2.7 倍になっています。
　介護保険料は、保険という性質から介護給付費の増加に伴って上昇し、制度発足時
の約 2,700 円（合併前の 1 市・2 町・5 村（広域連合）の基準額の平均）から 6,220 円
と約 2.3 倍になっています。
　現状では、平成 30 年度から令和 5 年度までの 6 年間は、6,220 円の基準額を維持
しておりますが、令和 7 年度には団塊の世代が 75 歳に到達する時期を迎えることと
なります。断続的な高齢者人口の増加に伴う要介護（要支援）認定者の増加を考慮すると、
介護給付費や介護保険料の上昇は避けられない状況となります。
　今後は、令和 6 年度から令和 8 年度までの計画期間だけではなく、団塊ジュニア
世代が 65 歳以上となる令和 22 年度（2040 年度）を見据え、中長期的な視点で給付
費等を推計するとともに、介護給付費準備基金を活用しながら、介護保険料の急激な
上昇を抑える必要があります。
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①介護給付居宅サービス（地域密着型サービスを除く）の目標量

項目

実績
推計

計画期間
年度

（ ）

年度

（ ）年度 年度 年度 年度 年度 年度

訪 問 介 護 回

訪問入浴介護 回

訪 問 看 護 回

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 回

居宅療養管理指導 人

通 所 介 護 回

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 回

短期入所生活介護 日

短期入所療養介護 日

福祉用具貸与 人

特定福祉用具購入 人

住 宅 改 修 人

居宅介護支援 人

※定員 人以下の通所介護は、地域密着型サービス（地域密着型通所介護）となります。

②介護予防給付居宅サービス（地域密着型介護予防サービスを除く）の目標量

項目

実績
推計

計画期間
年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護予防訪問看護 回

介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 回

介護予防居宅療養管理指導 人

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 人

介護予防短期入所生活介護 日

介護予防短期入所療養介護 日

介護予防福祉用具貸与 人

特定介護予防福祉用具購入 人

介護予防住宅改修 人

介 護 予 防 支 援 人

※ 介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、介護予防・日常生活支援総合事業（訪問型サービス、

通所型サービス）となります。

※ 介護予防支援のうち、訪問型サービス・通所型サービスのいずれか（あるいは両方）のみ利用して

いる場合は、介護予防・日常生活支援総合事業での支援（介護予防ケアマネジメント）となります。

 ３９

①介護給付居宅サービス（地域密着型サービスを除く）の目標量

項目

実績
推計

計画期間
年度

（ ）

年度

（ ）年度 年度 年度 年度 年度 年度

訪 問 介 護 回

訪問入浴介護 回

訪 問 看 護 回

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 回

居宅療養管理指導 人

通 所 介 護 回

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 回

短期入所生活介護 日

短期入所療養介護 日

福祉用具貸与 人

特定福祉用具購入 人

住 宅 改 修 人

居宅介護支援 人

※定員 人以下の通所介護は、地域密着型サービス（地域密着型通所介護）となります。

②介護予防給付居宅サービス（地域密着型介護予防サービスを除く）の目標量

項目

実績
推計

計画期間
年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護予防訪問看護 回

介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 回

介護予防居宅療養管理指導 人

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 人

介護予防短期入所生活介護 日

介護予防短期入所療養介護 日

介護予防福祉用具貸与 人

特定介護予防福祉用具購入 人

介護予防住宅改修 人

介 護 予 防 支 援 人

※ 介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、介護予防・日常生活支援総合事業（訪問型サービス、

通所型サービス）となります。

※ 介護予防支援のうち、訪問型サービス・通所型サービスのいずれか（あるいは両方）のみ利用して

いる場合は、介護予防・日常生活支援総合事業での支援（介護予防ケアマネジメント）となります。

※定員 18 人以下の通所介護は、地域密着型サービス（地域密着型通所介護）となります。

※介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、介護予防・日常生活支援総合事業（訪問型サービス、通所
型サービス）となります。

※介護予防支援のうち、訪問型サービス・通所型サービスのいずれか（あるいは両方）のみ利用している
場合は、介護予防・日常生活支援総合事業での支援（介護予防ケアマネジメント）となります。
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③地域密着型サービスの目標量

項目

実績
推計

計画期間
年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度 年度

地域密着型通所介護 回

認知症対応型通所介護 回

小規模多機能型居宅介護 人

認知症対応型共同生活介護 人

地域密着型介護老人福祉施設 人

看護小規模多機能型居宅介護 人 － － － － －

※定員 人以下の通所介護は、地域密着型サービス（地域密着型通所介護）となります。

④施設サービスの目標量

項目

実績
推計

計画期間
年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度 年度

介護老人福祉施設 人

介護老人保健施設 人

介護療養型医療施設 人 － － － － －

介 護 医 療 院 人

特定施設入居者生活介護 人

（目標量の見方）

※ 令和５年度は見込値となっています。

※ 人数、日数及び回数は、年間の延数となっています。

※ 各サービスの目標量は、国の開発した『見える化システム』を活用し、過去の実績や要介護

（要支援）認定者数の増加等を考慮して推計しています。

※ 介護医療院とは、長期の療養が必要な要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下に

おける介護及び機能訓練その他必要な医療や日常生活の世話を提供する施設です。

介護療養型医療施設は令和５年度末までに廃止となり、介護医療院の指定へと移行されました。

※定員 18 人以下の通所介護は、地域密着型サービス（地域密着型通所介護）となります。

（目標量の見方）
※令和 5 年度は見込値となっています。
※人数、日数及び回数は、年間の延数となっています。
※各サービスの目標量は、国の開発した『見える化システム』を活用し、過去の実績や要介護（要支援）認定

者数の増加等を考慮して推計しています。
※介護医療院とは、長期の療養が必要な要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における

介護及び機能訓練その他必要な医療や日常生活の世話を提供する施設です。
　介護療養型医療施設は令和５年度末までに廃止となり、介護医療院の指定へと移行されました。
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（ ３ ）介護給付費等の見込み
　第 9 期計画期間における介護給付費等（介護給付費と地域支援事業費の合計額）に
ついては、令和 6 年度からの 3 年間で約 283 億円が見込まれます。これは、第 8 期中
の約 264 億円に対し約 7.2％（約 19 億円）の伸びとなります。

 ４１

（３）介護給付費等の見込み

第９期計画期間における介護給付費等（介護給付費と地域支援事業費の合計額）に

ついては、令和６年度からの３年間で約 億円が見込まれます。これは、第 期中の

約 億円に対し約 ％（約 億円）の伸びとなります。

①介護給付費の見込み額 （単位：千円）

項目

実績
推計

計画期間
年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度 年度

合計

居宅サービス費

地域密着型
サービス費

施設サービス費

特定入所者
介護サービス費

そ の 他
サービス費

※その他サービス費とは、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、審査支払手数料の費用

です。

※令和 年度は見込値となっています。
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R22

介護給付費の推移

居宅サービス費 地域密着型サービス費 施設サービス費 特定入所者介護サービス費 その他サービス費

千円

 ４１

（３）介護給付費等の見込み

第９期計画期間における介護給付費等（介護給付費と地域支援事業費の合計額）に

ついては、令和６年度からの３年間で約 億円が見込まれます。これは、第 期中の

約 億円に対し約 ％（約 億円）の伸びとなります。

①介護給付費の見込み額 （単位：千円）

項目

実績
推計

計画期間
年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度 年度

合計

居宅サービス費

地域密着型
サービス費

施設サービス費

特定入所者
介護サービス費

そ の 他
サービス費

※その他サービス費とは、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、審査支払手数料の費用

です。

※令和 年度は見込値となっています。
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2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R22

介護給付費の推移

居宅サービス費 地域密着型サービス費 施設サービス費 特定入所者介護サービス費 その他サービス費

千円

※その他サービス費とは、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、審査支払手数料の費用です。
※令和 5 年度は見込値となっています。
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４２

②地域支援事業費の見込み額 （単位：千円）

項目

実績
推計

計画期間
年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度 年度

地域支援事業費

地域支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業から成

ります。

 
■地域支援事業

項 目 内 容

介護予防・日常生活支

援総合事業

要支援者等に対して、要介護状態等となることの予防又は要介護状態

等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支

援を実施することにより、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取

組みを支援し、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができる

ように支援します。

・訪問サービスや通所サービス等の介護予防・生活支援サービスの充実

を図り、要支援認定者等の要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止へ

の施策

・一般介護予防事業において、市民主体の通いの場等の充実を図り、高

齢者の介護予防、閉じこもり予防への施策

包括的支援事業

地域における包括的な相談及び重層的な相談支援体制、地域住民やＮ

ＰＯ、介護以外の民間事業所等の様々な分野からの参画による日常生活

の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制

の構築等を一体的に推進します。

主に、地域包括支援センターに関連する事業です。

任意事業

地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続

していくことができるようにするため、介護保険事業の運営の安定化を

図るとともに、被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者等に対

し、地域の実情に応じた必要な支援を行います。

・ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業

・紙おむつ購入費助成事業

・介護相談員派遣事業 等

　地域支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業から成り
ます。
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（ ４ ）介護保険料の見込み

①負担割合
　介護保険事業の運営に必要な費用は、第 1 号被保険者（65 歳以上）の保険料、第 2 号
被保険者（40 ～ 64 歳）の保険料、公費（国・県・市）で分担して負担する仕組みとなって
います。
　第 1 号被保険者と第 2 号被保険者の負担割合は、人口比率に基づいて政令で規定される
ことになっており、第 9 期計画期間における負担割合は、第 1 号被保険者が 23％、第２号
被保険者が 27％となります。

②第1被保険者の介護保険料基準額
　第 9 期計画期間における第 1 号被保険者の介護保険料基準額については、第 1 号被保険者
数や介護給付費等の推移、第 1 号被保険者の介護給付費負担割合や介護報酬の改定及び介護
給付費準備基金の活用等により算定した結果、6,200 円（月額）となります。

 

居宅給付費の負担割合

４３

（４）介護保険料の見込み

①負担割合

介護保険事業の運営に必要な費用は、第 号被保険者（ 歳以上）の保険料、第２号

被保険者（ ～ 歳）の保険料、公費（国・県・市）で分担して負担する仕組みとなっ

ています。

第１号被保険者と第２号被保険者の負担割合は、人口比率に基づいて政令で規定され

ることになっており、第９期計画期間における負担割合は、第１号被保険者が ％、第

２号被保険者が ％となります。

施設等給付費 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護に係る給付費

居宅給付 費 施設等給付費以外の給付費

②第１号被保険者の介護保険料基準額

第９期計画期間における第１号被保険者の介護保険料基準額については、第１号被保

険者数や介護給付費等の推移、第１号被保険者の介護給付費負担割合や介護報酬の改定

及び介護給付費準備基金の活用等により算定した結果、 円（月額）となります。

介護保険制度運営に必要な保険料総額（ 年間）※ Ａ 千円

保険料収納率 Ｂ ％

補正後被保険者数（Ｐ ）※ Ｃ 人

介護保険料基準額
年 額 Ｄ＝Ａ÷Ｂ÷Ｃ 円

月 額 Ｅ＝Ｄ÷ 円

※１の求め方（令和６年度から令和８年度までの３か年の合計で算出）

〔介護給付費見込額 Ｐ ＋地域支援事業費見込額 Ｐ 〕× ％第１号被保険者の負担割合Ｐ

＋〔調整交付金※ 減額分（約 千円）〕－〔介護給付費準備基金繰入金（ 千円）〕

－〔保険者機能強化推進交付金等※ （ 千円）〕

※２ 補正後被保険者数とは、実際の被保険者数を保険料算出用に調整したものです。（Ｐ 参照）

施設等給付費の負担割合

国国

第 号被保険者第 号被保険者

第 号被保険者

％

第 号被保険者

％

県
県

市市

 

居宅給付費の負担割合

４３

（４）介護保険料の見込み

①負担割合

介護保険事業の運営に必要な費用は、第 号被保険者（ 歳以上）の保険料、第２号

被保険者（ ～ 歳）の保険料、公費（国・県・市）で分担して負担する仕組みとなっ

ています。

第１号被保険者と第２号被保険者の負担割合は、人口比率に基づいて政令で規定され

ることになっており、第９期計画期間における負担割合は、第１号被保険者が ％、第

２号被保険者が ％となります。

施設等給付費 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護に係る給付費

居宅給付 費 施設等給付費以外の給付費

②第１号被保険者の介護保険料基準額

第９期計画期間における第１号被保険者の介護保険料基準額については、第１号被保

険者数や介護給付費等の推移、第１号被保険者の介護給付費負担割合や介護報酬の改定

及び介護給付費準備基金の活用等により算定した結果、 円（月額）となります。

介護保険制度運営に必要な保険料総額（ 年間）※ Ａ 千円

保険料収納率 Ｂ ％

補正後被保険者数（Ｐ ）※ Ｃ 人

介護保険料基準額
年 額 Ｄ＝Ａ÷Ｂ÷Ｃ 円

月 額 Ｅ＝Ｄ÷ 円

※１の求め方（令和６年度から令和８年度までの３か年の合計で算出）

〔介護給付費見込額 Ｐ ＋地域支援事業費見込額 Ｐ 〕× ％第１号被保険者の負担割合Ｐ

＋〔調整交付金※ 減額分（約 千円）〕－〔介護給付費準備基金繰入金（ 千円）〕

－〔保険者機能強化推進交付金等※ （ 千円）〕

※２ 補正後被保険者数とは、実際の被保険者数を保険料算出用に調整したものです。（Ｐ 参照）

施設等給付費の負担割合

国国

第 号被保険者第 号被保険者

第 号被保険者

％

第 号被保険者

％

県
県

市市

 

居宅給付費の負担割合

４３

（４）介護保険料の見込み

①負担割合

介護保険事業の運営に必要な費用は、第 号被保険者（ 歳以上）の保険料、第２号

被保険者（ ～ 歳）の保険料、公費（国・県・市）で分担して負担する仕組みとなっ

ています。

第１号被保険者と第２号被保険者の負担割合は、人口比率に基づいて政令で規定され

ることになっており、第９期計画期間における負担割合は、第１号被保険者が ％、第

２号被保険者が ％となります。

施設等給付費 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護に係る給付費

居宅給付 費 施設等給付費以外の給付費

②第１号被保険者の介護保険料基準額

第９期計画期間における第１号被保険者の介護保険料基準額については、第１号被保

険者数や介護給付費等の推移、第１号被保険者の介護給付費負担割合や介護報酬の改定

及び介護給付費準備基金の活用等により算定した結果、 円（月額）となります。

介護保険制度運営に必要な保険料総額（ 年間）※ Ａ 千円

保険料収納率 Ｂ ％

補正後被保険者数（Ｐ ）※ Ｃ 人

介護保険料基準額
年 額 Ｄ＝Ａ÷Ｂ÷Ｃ 円

月 額 Ｅ＝Ｄ÷ 円

※１の求め方（令和６年度から令和８年度までの３か年の合計で算出）

〔介護給付費見込額 Ｐ ＋地域支援事業費見込額 Ｐ 〕× ％第１号被保険者の負担割合Ｐ

＋〔調整交付金※ 減額分（約 千円）〕－〔介護給付費準備基金繰入金（ 千円）〕

－〔保険者機能強化推進交付金等※ （ 千円）〕

※２ 補正後被保険者数とは、実際の被保険者数を保険料算出用に調整したものです。（Ｐ 参照）

施設等給付費の負担割合

国国

第 号被保険者第 号被保険者

第 号被保険者

％

第 号被保険者

％

県
県

市市

※ 1 の求め方（令和６年度から令和８年度までの３か年の合計で算出）
　〔介護給付費見込額 (P41) ＋地域支援事業費見込額 (P42)〕× (23％第 1 号被保険者の負担割合 P43)
　＋〔調整交付金※ 3 減額分（約 944,690 千円）〕－〔介護給付費準備基金繰入金（633,000 千円）〕　
　－〔保険者機能強化推進交付金等※ 4（30,000 千円）〕
※ 2 補正後被保険者数とは、実際の被保険者数を保険料算出用に調整したものです。（P47 参照）
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※ 3 調整交付金とは、「第 1 号被保険者数の年齢別割合（65 歳～ 74 歳、75 歳～ 84 歳、85 歳以上）」
と「第 1 号被保険者の所得段階別割合」を踏まえ、全国の平均値に基づいて国から各市町村に交付される
ものです。

　　両基準が平均値の場合は、標準の額（介護給付費見込額と地域支援事業費の介護予防・日常生活支援
総合事業見込額の合計の 5％）が交付されますが、平均値より高い市町村（例：85 歳以上の割合が多い、
所得段階の低い人の割合が多い等）は 5％を超えた額が、平均値より低い市町村（例：65 歳～ 74 歳の
割合が多い、所得段階の高い人の割合が多い等）は 5％を下回る額が交付されることになります。

　　本市は 65 歳～ 74 歳の割合等が全国平均を上回っていることから、調整交付金は約 2％の額となり、
減額分（約 3％）は第 1 号被保険者の介護保険料で補うことになります。

※ 4 保険者機能強化推進交付金等とは、各市町村が行う自立支援・重度化防止の取組に対し、それぞれ評価
指標の達成状況（評価指標の総合得点）に応じて、国から交付される「保険者機能強化推進交付金」及び

「介護保険保険者努力支援交付金」の交付見込合計額です。

◎令和 12 年度及び令和 22 年度の介護保険料（推計値）
　第 9 期計画期間中と同様の計算方法で令和 12 年度及び令和 22 年度の介護保険料を試算
したところ、令和 12 年度（2030 年度）は約 7,756 円、令和 22 年度（2040 年度）は
約 9,178 円という試算結果がでました。
　これらの額はあくまでも推計であり、今後の介護保険料を決定するものではありません。
介護保険料の急激な上昇を抑えるためには、計画的に施設整備を行うとともに、できる限り
元気でいきいきと暮らし続けられるよう、介護予防への取り組みがより一層求められると考
えます。

③第1号被保険者保険料所得段階の設定
　第 9 期計画期間では、国の制度改正に併せて次ページの保険料段階表のとおり、所得段階
を見直したことにより第 8 期計画期間の全 12 段階から全 14 段階へ変更します。
　また、低所得者の負担軽減を図るため、公費の投入により第 1 段階から第 3 段階までの
負担率を軽減するとともに、第９期計画期間においても引き続き市独自の負担率の引き下げ
を継続します。第 1 段階では 0.17、第 2 段階では 0.2、第 3 段階では 0.005 の引き下げ
とします。
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■保険料段階表

【第８期：現 行】 【第９期：見直し後】

所得

段階

負担率

（年額）
所 得 区 分

所得

段階

負担率

（年額）
所 得 区 分

第

段階
市
民
税

世
帯
非
課
税

生活保護受給者

老齢福祉年金受給者 第

段階 （ ）
市
民
税

世
帯
非
課
税

生活保護受給者

老齢福祉年金受給者

年金等収入額

： 万円以下

市
民
税

本
人
非
課
税

年金等収入額

： 万円以下

市
民
税

本
人
非
課
税

第

段階

年金等収入額

： 万円超

万円以下

第

段階 （ ）

年金等収入額

： 万円超

万円以下

第

段階

年金等収入額

： 万円超

第

段階 （ ）

年金等収入額

： 万円超

第

段階

市
民
税

世
帯
課
税

年金等収入額

： 万円以下

第

段階 （ ）

市
民
税

世
帯
課
税

年金等収入額

： 万円以下

第

段階

基準 月額

年金等収入額

： 万円超

第

段階

基準

（ ）

（月額 ）

年金等収入額

： 万円超

第

段階

合計所得金額

： 万円未満

市
民
税

本
人
課
税

第

段階 （ ）

合計所得金額

： 万円未満

市
民
税

本
人
課
税

第

段階

合計所得金額

： 万円以上

万円未満

第

段階 （ ）

合計所得金額

： 万円以上

万円未満

第

段階

合計所得金額

： 万円以上

万円未満

第

段階 （ ）

合計所得金額

： 万円以上

万円未満

第

段階

合計所得金額

： 万円以上

万円未満

第

段階 （ ）

合計所得金額

： 万円以上

万円未満

第

段階 （ ）

合計所得金額

： 万円以上

万円未満

第

段階

合計所得金額

： 万円以上

万円未満

第

段階 （ ）

合計所得金額

： 万円以上

万円未満

第

段階 （ ）

合計所得金額

： 万円以上

万円未満

第

段階

合計所得金額

： 万円以上

万円未満

第

段階 （ ）

合計所得金額

： 万円以上

万円未満

第

段階

合計所得金額

： 万円以上

第

段階 （ ）

合計所得金額

： 万円以上

※低所得者の負担軽減対策として、第１段階～第３段階については、負担率を公費により軽減
しています。 第１段階： → 第２段階： → 第３段階： →

（下線は変更点）

※低所得者の負担軽減対策として、第 1 段階～第 3 段階については、負担率を公費により軽減しています。　
第 1 段階：0.445 → 0.275　第２段階：0.675 → 0.475　第３段階：0.690 → 0.685

（下線は変更点）
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※国の介護保険料負担率の見直しを参考に低所得者層の第 3 段階を下記のとおり軽減します。また、所得段
階を 14 段階に変更することにより、第 9 段階以上の負担率も変更します。

　・低所得者層　　　第 3 段階　0.70 → 0.685
　・第９段階以上の所得区分および負担率
  【第８期】　　　　　　　  【第９期】　　　　
　　　　第　9 段階　1.60 → 第　9 段階　1.55、　 第 10 段階　1.60
　　　　第 10 段階　1.725 → 第 11 段階　1.65、　 第 12 段階　1.725
　　　　第 11 段階　1.75 → 第 13 段階　1.75
　　　　第 12 段階　2.00 → 第 14 段階　2.00

※年金等収入額：
（第８期）①所得金額調整控除の適用がある場合

　年金以外の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額に所得金額
調整控除額を加えて得た額から 10 万円を控除した額（控除後の額が 0 円を下回る場合は、合計
所得金額を 0 円とする。）
②所得金額調整控除の適用がない場合
　年金以外の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得から 10 万円を控除
した額（控除後の額が 0 円を下回る場合は、0 円）

（第９期）①市民税非課税者で所得金額調整控除の適用がある場合
　年金以外の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額に所得金額
調整控除額を加えて得た額から 10 万円を控除した額（控除後の額が 0 円を下回る場合は、合計
所得金額を 0 円とする。）
②市民税非課税者で所得金額調整控除の適用がない場合
　年金以外の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得から 10 万円を控除
した額（控除後の額が 0 円を下回る場合は、0 円）

（第 9 期では、市民税課税所得者の税制改正による影響を踏まえた所得金額調整控除はありません。）

＜注＞所得金額調整控除とは
　平成 30 年度の税制改正に伴い創設された、課税年金収入及び給与収入がある場合の特別控除

※合計所得金額：
（第８期）被保険者本人の収入金額から必要経費に相当する金額及び長期・短期譲渡所得に係る特別控除を

控除した金額（ただし、所得金額に、給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合
には、当該給与所得又は公的年金等所得の合計額からさらに 10 万円を控除した金額（控除後の
額が 0 円を下回る場合は、合計所得金額を 0 円とする。））のことで、扶養控除や医療費控除、
社会保険料控除等の所得控除をする前の金額

（第９期）①市民税非課税者で所得金額調整控除の適用がある場合
　年金以外の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額に所得金額
調整控除額を加えて得た額から 10 万円を控除した額（控除後の額が 0 円を下回る場合は、合計
所得金額を 0 円とする。）
②市民税非課税者で所得金額調整控除の適用がない場合
　年金以外の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得から 10 万円を控除
した額（控除後の額が 0 円を下回る場合は、0 円）

（第 9 期では、市民税課税所得者の税制改正による影響を踏まえた所得金額調整控除はありません。）
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４６

４７

②市民税非課税者で所得金額調整控除の適用がない場合 
年金以外の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得から 万円を

控除した額（控除後の額が０円を下回る場合は、０円） 
（第９期では、市民税課税所得者の税制改正による影響を踏まえた所得金額調整控除はあ

りません。）

■所得段階別被保険者数 （単位：人）

項目

計画期間

合計
占有率

（％）
年度

（ ）

年度

（ ）

年度

（ ）

第 号被保険者数

歳～ 歳

歳以上

歳～ 歳

歳以上

所得段階別被保険者数

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階（基準）

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

合計

補正後被保険者数

※補正後被保険者数の算出方法：

所得段階別被保険者数（第１段階～第 段階それぞれの人数）× 所得段階別乗率の合計

※補正後被保険者数の算出方法：
所得段階別被保険者数（第 1 段階～第 14 段階それぞれの人数）× 所得段階別乗率の合計
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３．介護人材確保に向けた支援

　介護ニーズが高い 85 歳以上人口が増加を続ける一方、生産年齢人口の急減に直面すること
を踏まえ、地域包括ケアシステムを支える人材の確保や、介護現場における生産性の向上の
推進がさらに重要となります。

現状と課題

○　介護人材実態調査では、人員基準を満たしていても介護人材が「不足している」と
回答している事業所が 6 割あり、多くの事業所が介護人材が不足している状況にあり
ます。

○　市内には金城大学に介護福祉士の養成課程があり、本市との包括連携協定による金城
大学生と市内高校生との交流会を始めています。高校生に介護職の魅力を発信すること
で、卒業後の養成校への進学を促すための働きかけを行っています。

○　介護人材実態調査によると、過去 1 年間に 1 割の職員が離職する状況です。現在従事
されている方の離職防止・定着促進のために働きやすい環境整備が必要です。

○　調査による離職の原因は「精神的・体力的に続かない」が 24％、次いで「業務量が
多い」が 15％とあり、介護現場における業務の効率化や生産性の向上のさらなる推進
が必要です。職場環境の改善などの取り組みを通じて、職員の負担軽減をはかるとともに、
介護サービスの質の向上へとつなげていくための取り組みが不可欠です。

○　介護分野の文書での負担軽減を図るため、介護事業所からの市への提出書類の簡素化・
標準化を進めています。しかし、介護現場における ICT 活用、ウェブ入力や電子申請へ
の対応等の取り組みは不足しています。

○　地域包括ケアシステムの構築に向けて重要な担い手となる地域包括支援センターでは、
業務量の増加や業務の多様化・複雑化などの理由により、職員の人材確保が困難な状況
です。

施策の展開

○　金城大学との連携事業を継続するとともに、市で開催されるイベント等の活用により、
新規就職者を確保するための働きかけを推進します。

○　必要な介護サービスを十分に提供できるよう、介護人材確保のための支援を強化する
ための保健福祉事業※を新設し、市内事業所への新規就職者を対象とした補助金の創設
に努めます。

○　介護業務の効率化や生産性の向上のために、県と連携しながら介護ロボットや ICT の
導入・活用を支援します。また、事業者の申請手続きの簡素化に向けて「電子申請・届出
システム」の使用を推進します。
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○　介護専門職が行うべき業務に専念できるよう役割分担を明確化し、介護サービス事業
者以外の生活を支援するために、生活支援サポーターの活動と連携するなど、介護現場
の負担軽減や業務の効率化に取り組みます。

○　地域包括支援センター職員の業務に関する後方支援の強化を図ります。複合的な問題
に対応するための重層的な相談支援体制の充実を図るとともに、職員を対象とした各種
研修会などの充実に努めます。

※保健福祉事業は介護保険法第 115 条第 49 項の規定により、市が介護保険施設等の運営その他の
保険給付のために必要な事業と位置づける事業です。第 1 号被保険者の介護保険料を財源とします。

　

 

 ４９

○ 介護専門職が行うべき業務に専念できるよう役割分担を明確化し、介護サービス事

業者以外の生活を支援するために、生活支援サポーターの活動と連携するなど、介護

現場の負担軽減や業務の効率化に取り組みます。 
〇 地域包括支援センター職員の業務に関する後方支援の強化を図ります。複合的な問

題に対応するための重層的な相談支援体制の充実を図るとともに、職員を対象とした

各種研修会などの充実に努めます。 
 
 
※保健福祉事業は介護保険法第 条第 項の規定により、市が介護保険施設等の運

営その他の保険給付のために必要な事業と位置づける事業です。第 号被保険者の介

護保険料を財源とします。 
 

 
 
 

介護施設（市所管）の職員配置数 令和５年 月１日現在

施設の種類
施設数

職員の配置と基準
年度

計画期間

～ 年度

地域密着型

サービス施設

施設数
施設

ユニット

施設

ユニット

配置数 基準数 人／ 人 人／ 人
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１．介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

２．在宅介護実態調査

３．介護人材実態調査

４．計画策定に係る介護保険運営協議会の審議経過

５．白山市介護保険運営協議会委員名簿
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介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

調査の概要

１．調査目的
ふるさと安心高齢者プラン（令和 6 年度～令和 8 年度）策定の基礎資料とするため、

対象となる高齢者の生活実態や地域社会とのつながり等を把握することを目的とします。

２．調査対象者
市内在住の 65 歳以上の方（要介護 1 ～ 5 の介護認定者を除く）のうち、4,500 人

を無作為抽出

３．調査方法
調査票による本人記入方式（本人が記入できない場合は家族等による）
郵送配布・郵送回収による郵送調査法

４．調査期間
令和 5 年 2 月 13 日～ 3 月 6 日

５．回収結果

６．結果の見方
○回答結果の割合「%」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点

以下第 2 位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（SA、複数の選択肢から
ひとつだけ選ぶ方式）であっても合計値が 100.0% にならない場合があります。

○複数回答（MA、複数の選択肢から 2 つ以上の回答を選ぶ方式）の設問の場合、回答は
選択肢ごとの回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計は概ね
100% を超えます。

○図表中において「無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が
困難なものです。

○図表中の「N」は、集計対象者数（あるいは回答者限定設問の限定条件に該当する人）
を表しています。

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 
 
調査の概要 
 
１１ 調調査査目目的的  

ふるさと安心高齢者プラン（令和６年度～令和８年度）策定の基礎資料とするため、

対象となる高齢者の生活実態や地域社会とのつながり等を把握することを目的とします。

２２ 調調査査対対象象者者  
市内在住の 歳以上の方（要介護 ～ の介護認定者を除く）のうち、 人

を無作為抽出

３３ 調調査査方方法法  
調査票による本人記入方式（本人が記入できない場合は家族等による）

郵送配布・郵送回収による郵送調査法

４４ 調調査査期期間間  
令和５年２月１３日～３月６日

５５ 回回収収結結果果  
配布数 有効回収数 有効回収率

 
６６ 結結果果のの見見方方  

〇回答結果の割合「 」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以

下第２位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（ 、複数の選択肢からひと

つだけ選ぶ方式）であっても合計値が にならない場合があります。

○複数回答（ 、複数の選択肢から つ以上の回答を選ぶ方式）の設問の場合、回答は

選択肢ごとの回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計は概ね

を超えます。

○図表中において「無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が

困難なものです。

○図表中の「 」は、集計対象者数（あるいは回答者限定設問の限定条件に該当する人）

を表しています。
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調査結果 
１１ 属属 性性

（（１１）） 性性 別別

 

（（２２）） 年年 齢齢

 

（（３３））生生活活圏圏域域

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

男性 女性

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 歳以上

松任中央 松任東 松任西
松任西南 美川 鶴来
白山ろく

生活圏域別

生活圏域別

調査結果

１．属　性

（ １ ）性　別

（ ２ ）年　齢

（ ３ ）生活圏域



資
料
編

資料編

55

（４）要介護（要支援）度

 
 
（５）記入者

 

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

宛名のご本人が記入 ご家族が記入 その他 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

一般高齢者 事業対象者 要支援 要支援

（ ４ ）要介護（要支援）度

（ ５ ）記入者

生活圏域別

生活圏域別
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２．質問内容
問１　あなたのご家族や生活状況について

（ １ ）家族構成をお教えください

（ ２ ）あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要ですか

（ ３ ）現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか

２ 質問内容

問１ ご家族や生活状況について

（１）家族構成を教えてください

（２）あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要ですか

（３）現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

人暮らし 夫婦 人暮らし 配偶者 歳以上

夫婦 人暮らし 配偶者 歳以下 息子・娘との 世帯

その他 無回答

その他 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

介護・介助は必要ない 何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない 現在、何らかの介護を受けている 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

２ 質問内容

問１ ご家族や生活状況について

（１）家族構成を教えてください

（２）あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要ですか

（３）現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

人暮らし 夫婦 人暮らし 配偶者 歳以上

夫婦 人暮らし 配偶者 歳以下 息子・娘との 世帯

その他 無回答

その他 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

介護・介助は必要ない 何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない 現在、何らかの介護を受けている 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

問２ からだを動かすことについて

（１）階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか

 

（２）椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

（３）１５分くらい続けて歩いていますか

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

大変苦しい やや苦しい ふつう ややゆとりがある 大変ゆとりがある 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

大変苦しい やや苦しい ふつう ややゆとりがある 大変ゆとりがある 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

生活圏域別

生活圏域別

生活圏域別
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問２　からだを動かすことについて
（ １ ）階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか

（ ２ ）椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

（ ３ ）15分くらい続けて歩いていますか

２ 質問内容

問１ ご家族や生活状況について

（１）家族構成を教えてください

（２）あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要ですか

（３）現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

人暮らし 夫婦 人暮らし 配偶者 歳以上

夫婦 人暮らし 配偶者 歳以下 息子・娘との 世帯

その他 無回答

その他 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

介護・介助は必要ない 何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない 現在、何らかの介護を受けている 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

問２ からだを動かすことについて

（１）階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか

 

（２）椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

（３）１５分くらい続けて歩いていますか

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

大変苦しい やや苦しい ふつう ややゆとりがある 大変ゆとりがある 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

大変苦しい やや苦しい ふつう ややゆとりがある 大変ゆとりがある 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

問２ からだを動かすことについて

（１）階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか

 

（２）椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

（３）１５分くらい続けて歩いていますか

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

大変苦しい やや苦しい ふつう ややゆとりがある 大変ゆとりがある 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

大変苦しい やや苦しい ふつう ややゆとりがある 大変ゆとりがある 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

生活圏域別

生活圏域別

生活圏域別
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（４）過去１年間に転んだ経験がありますか

 

 
（５）転倒に対する不安は大きいですか

（６）週に１回以上は外出していますか

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

何度もある １度ある ない 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

とても不安である やや不安である あまり不安でない 不安でない 無回答

とても不安である やや不安である あまり不安でない 不安でない 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

ほとんど外出しない 週１回 週 ～ 回 週 回以上 無回答

（４）過去１年間に転んだ経験がありますか

 

 
（５）転倒に対する不安は大きいですか

（６）週に１回以上は外出していますか

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

何度もある １度ある ない 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

とても不安である やや不安である あまり不安でない 不安でない 無回答

とても不安である やや不安である あまり不安でない 不安でない 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

ほとんど外出しない 週１回 週 ～ 回 週 回以上 無回答

（４）過去１年間に転んだ経験がありますか

 

 
（５）転倒に対する不安は大きいですか

（６）週に１回以上は外出していますか

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

何度もある １度ある ない 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

とても不安である やや不安である あまり不安でない 不安でない 無回答

とても不安である やや不安である あまり不安でない 不安でない 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

ほとんど外出しない 週１回 週 ～ 回 週 回以上 無回答

（ ４ ）過去１年間に転んだ経験がありますか

（ ５ ）転倒に対する不安は大きいですか

（ ６ ）週に１回以上は外出していますか

生活圏域別

生活圏域別

生活圏域別
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（７）昨年と比べて外出の回数が減っていますか

 

問３ 食べることについて

（１）身長・体重（ ）

 
（２）半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

とても減っている 減っている あまり減っていない 減っていない 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

未満 やせ 〜 未満 標準 以上 肥満 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

はい いいえ 無回答

（ ７ ）昨年と比べて外出の回数が減っていますか

問３　食べることについて
（ １ ）身長・体重（BMI）

（ ２ ）半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

生活圏域別

生活圏域別

生活圏域別
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（３）歯の数と入れ歯の利用状況を教えてください

（４）どなたかと食事をともにする機会はありますか

 
 

 

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

自分の歯は 本以上、かつ入れ歯を利用 自分の歯は 本以上、入れ歯の利用なし

自分の歯は 本以下、かつ入れ歯を利用 自分の歯は 本以下、入れ歯の利用なし

無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

毎日ある 週に何度かある 月に何度かある 年に何度かある ほとんどない 無回答

（ ３ ）歯の数と入れ歯の利用状況をお教えください

（ ４ ）どなたかと食事をともにする機会はありますか

生活圏域別

生活圏域別
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問４ 毎日の生活について

（１）物忘れが多いと感じますか

（２）バスや電車を使って１人で外出していますか（自家用車でも可）

（３）自分で食品・日用品の買物をしていますか

 
 

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

はい いいえ 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

問４　毎日の生活について
（ １ ）物忘れが多いと感じますか

（ ２ ）バスや電車を使って１人で外出していますか（自家用車でも可）

（ ３ ）自分で食品・日用品の買物をしていますか

生活圏域別

生活圏域別

生活圏域別
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（４）自分で食事の用意をしていますか

 

（５）自分で請求書の支払いをしていますか

 
（６）自分で預貯金の出し入れをしていますか  

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

できるし、している できるけどしていない できない 無回答

（ ４ ）自分で食事の用意をしていますか

（ ５ ）自分で請求書の支払いをしていますか

（６）自分で預貯金の出し入れをしていますか

生活圏域別

生活圏域別

生活圏域別
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問問５５ 地地域域ででのの活活動動ににつついいてて

（（１１））以以下下ののよよううなな会会・・ググルルーーププ、、活活動動等等ににどどののくくららいいのの頻頻度度でで参参加加ししてていいまますすかか  

①ボランティアのグループ ②スポーツ関係のグループやクラブ 

③趣味関係のグループ ④学習・教養サークル 

 
 
⑤介護予防のための通いの場 ⑥老人クラブ  

週

回
以
上

週

～

回

週

回

月

～

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

生
活
圏
域
別

全体(N=3008)

週

回
以
上

週

～

回

週

回

月

～

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

生
活
圏
域
別

全体(N=3008)

週

回
以
上

週

～

回

週

回

月

～

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

週

回
以
上

週

～

回

週

回

月

～

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

週

回
以
上

週

～

回

週

回

月

～

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

週

回
以
上

週

～

回

週

回

月

～

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

問問５５ 地地域域ででのの活活動動ににつついいてて

（（１１））以以下下ののよよううなな会会・・ググルルーーププ、、活活動動等等ににどどののくくららいいのの頻頻度度でで参参加加ししてていいまますすかか  

①ボランティアのグループ ②スポーツ関係のグループやクラブ 

③趣味関係のグループ ④学習・教養サークル 

 
 
⑤介護予防のための通いの場 ⑥老人クラブ  

週

回
以
上

週

～

回

週

回

月

～

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

生
活
圏
域
別

全体(N=3008)

週

回
以
上

週

～

回

週

回

月

～

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

生
活
圏
域
別

全体(N=3008)

週

回
以
上

週

～

回

週

回

月

～

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

週

回
以
上

週

～

回

週

回

月

～

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

週

回
以
上

週

～

回

週

回

月

～

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

週

回
以
上

週

～

回

週

回

月

～

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

問問５５ 地地域域ででのの活活動動ににつついいてて

（（１１））以以下下ののよよううなな会会・・ググルルーーププ、、活活動動等等ににどどののくくららいいのの頻頻度度でで参参加加ししてていいまますすかか  

①ボランティアのグループ ②スポーツ関係のグループやクラブ 

③趣味関係のグループ ④学習・教養サークル 

 
 
⑤介護予防のための通いの場 ⑥老人クラブ  

週

回
以
上

週

～

回

週

回

月

～

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

生
活
圏
域
別

全体(N=3008)

週

回
以
上

週

～

回

週

回

月

～

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

生
活
圏
域
別

全体(N=3008)

週

回
以
上

週

～

回

週

回

月

～

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

週

回
以
上

週

～

回

週

回

月

～

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

週

回
以
上

週

～

回

週

回

月

～

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

週

回
以
上

週

～

回

週

回

月

～

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

問５　地域での活動について
（ １ ）以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか

①ボランティアのグループ

③趣味関係のグループ

⑤介護予防のための通いの場

②スポーツ関係のグループやクラブ

④学習・教養サークル

⑥老人クラブ
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⑦町内会・自治会 ⑧収入のある仕事 

 
（２）地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいき

した地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に参加者として参加してみたいと

思いますか

 
（３）地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいき 

した地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に企画・運営（お世話役）として 
参加してみたいと思いますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加している 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加している 無回答

週

回
以
上

週

～ ～ ～ ～

回

週

回

月

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

週

回
以
上

週

回

週

回

月

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

生
活
圏
域
別

全体(N=3008)

（ ２ ）地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いき
いきした地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に参加者として参加して
みたいと思いますか

（ ３ ）地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いき
いきした地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に企画・運営（お世話役）
として参加してみたいと思いますか

⑦町内会・自治会 ⑧収入のある仕事

生活圏域別

生活圏域別

⑦町内会・自治会 ⑧収入のある仕事 

 
（２）地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいき

した地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に参加者として参加してみたいと

思いますか

 
（３）地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいき 

した地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に企画・運営（お世話役）として 
参加してみたいと思いますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加している 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加している 無回答

週

回
以
上

週

～ ～ ～ ～

回

週

回

月

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

週

回
以
上

週

回

週

回

月

回

年
に
数
回

参
加
し
て
い
な
い

無
回
答

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

生
活
圏
域
別

全体(N=3008)
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問６ たすけあいについて

（１）あなたの心配事や愚痴（ぐち）を聞いてくれる人（いくつでも）

 

（２）反対に、あなたが心配事や愚痴（ぐち）を聞いてあげる人（いくつでも）

 
 

 

配
偶
者

同
居
の
子
ど
も

別
居
の
子
ど
も

兄
弟
姉
妹
・

親
戚
・
親
・
孫

近
隣

友
人

そ
の
他

そ
の
よ
う
な

人
は
い
な
い

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

配
偶
者

同
居
の
子
ど
も

別
居
の
子
ど
も

兄
弟
姉
妹
・

親
戚
・
親
・
孫

近
隣

友
人

そ
の
他

そ
の
よ
う
な

人
は
い
な
い

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

問６ たすけあいについて

（１）あなたの心配事や愚痴（ぐち）を聞いてくれる人（いくつでも）

 

（２）反対に、あなたが心配事や愚痴（ぐち）を聞いてあげる人（いくつでも）

 
 

 

配
偶
者

同
居
の
子
ど
も

別
居
の
子
ど
も

兄
弟
姉
妹
・

親
戚
・
親
・
孫

近
隣

友
人

そ
の
他

そ
の
よ
う
な

人
は
い
な
い

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

配
偶
者

同
居
の
子
ど
も

別
居
の
子
ど
も

兄
弟
姉
妹
・

親
戚
・
親
・
孫

近
隣

友
人

そ
の
他

そ
の
よ
う
な

人
は
い
な
い

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

問６　たすけあいについて
（ １ ）あなたの心配事や愚痴（ぐち）を聞いてくれる人（いくつでも）

（ ２ ）反対に、あなたが心配事や愚痴（ぐち）を聞いてあげる人（いくつでも）
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（（３３））ああななたたがが病病気気でで数数日日間間寝寝込込んんだだととききにに、、看看病病やや世世話話ををししててくくれれるる人人（（いいくくつつででもも））

 
 
 

（（４４））反反対対にに、、看看病病やや世世話話ををししててああげげるる人人（（いいくくつつででもも））

 
 
 

 

配
偶
者

同
居
の
子
ど
も

別
居
の
子
ど
も

兄
弟
姉
妹
・

親
戚
・
親
・
孫

近
隣

友
人

そ
の
他

そ
の
よ
う
な

人
は
い
な
い

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

配
偶
者

同
居
の
子
ど
も

別
居
の
子
ど
も

兄
弟
姉
妹
・

親
戚
・
親
・
孫

近
隣

友
人

そ
の
他

そ
の
よ
う
な

人
は
い
な
い

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

（（３３））ああななたたがが病病気気でで数数日日間間寝寝込込んんだだととききにに、、看看病病やや世世話話ををししててくくれれるる人人（（いいくくつつででもも））

 
 
 

（（４４））反反対対にに、、看看病病やや世世話話ををししててああげげるる人人（（いいくくつつででもも））

 
 
 

 

配
偶
者

同
居
の
子
ど
も

別
居
の
子
ど
も

兄
弟
姉
妹
・

親
戚
・
親
・
孫

近
隣

友
人

そ
の
他

そ
の
よ
う
な

人
は
い
な
い

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

配
偶
者

同
居
の
子
ど
も

別
居
の
子
ど
も

兄
弟
姉
妹
・

親
戚
・
親
・
孫

近
隣

友
人

そ
の
他

そ
の
よ
う
な

人
は
い
な
い

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

（ ３ ）あなたが病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてくれる人（いくつでも）

（ ４ ）反対に、看病や世話をしてあげる人（いくつでも）
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問問７７ 健健康康ににつついいてて

（（１１））現現在在ののああななたたのの健健康康状状態態ははいいかかががでですすかか

（（２２））ああななたたはは、、現現在在どどのの程程度度幸幸せせでですすかか

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

とてもよい まあよい あまりよくない よくない 無回答

幸福度
点 点 点 点 点 点 点 点 点 点

点

無
回
答

平
均
点

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

問７　健康について
（ １ ）現在のあなたの健康状態はいかがですか

（ ２ ）あなたは、現在どの程度幸せですか

生活圏域別
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（３）この か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがありましたか

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）この か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じが

よくありましたか

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）タバコは吸っていますか

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

はい いいえ 無回答

はい いいえ 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

はい いいえ 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

ほぼ毎日吸っている 時々吸っている 吸っていたがやめた もともと吸っていない 無回答

（ ３ ）この１か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがありましたか

（４）この１か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない
感じがよくありましたか

（５）タバコは吸っていますか

生活圏域別

生活圏域別

生活圏域別
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（６）現在治療中、または後遺症のある病気はありますか（いくつでも）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問８ 認知症にかかる相談窓口の把握について

（１）認知症の症状がある又は家族に認知症の症状がある人がいますか

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

はい いいえ 無回答

高
血
圧

目
の
病
気

糖
尿
病

高
脂
血
症
（
脂
質
異
常
）

筋
骨
格
の
病
気
（
骨
粗
し
ょ
う
症
、
関
節
症
等
）

呼
吸
器
の
病
気
（
肺
炎
や
気
管
支
炎
等
）

が
ん
（
悪
性
新
生
物
）

脳
卒
中
（
脳
出
血
・
脳
梗
塞
等
）

外
傷
（
転
倒
・
骨
折
等
）

認
知
症
（
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
等
）

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病

心
臓
病

腎
臓
・
前
立
腺
の
病
気

胃
腸
・
肝
臓
・
胆
の
う
の
病
気

耳
の
病
気

血
液
・
免
疫
の
病
気

う
つ
病

そ
の
他

な
い

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

病名

全体(N=3008)

生
活
圏
域
別

（６）現在治療中、または後遺症のある病気はありますか（いくつでも）

問８　認知症にかかる相談窓口の把握について
（ １ ）認知症の症状がある又は家族に認知症の症状がある人がいますか

生活圏域別
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（２）認知症に関する相談窓口を知っていますか

 
 

問９ 成年後見制度について

 
（１）成年後見制度（認知症や知的・精神障害があり、判断能力が低下した人の契約や法的手続きなど

をサポートする制度）について知っていますか

 

はい いいえ 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

はい いいえ 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

詳しく知っている だいたい知っている 名前は聞いたことがある 知らない 無回答

（２）認知症に関する相談窓口を知っていますか

問９　成年後見制度について
（１）成年後見制度（認知症や知的・精神障害があり、判断能力が低下した人の契約や法的

手続きなどをサポートする制度）について知っていますか

生活圏域別

生活圏域別
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問問１１００ 介介護護予予防防ににつついいてて

（（１１））ああななたたはは「「フフレレイイルル※※」」ににつついいてて知知っってていいまますすかか

 
 
 
（（２２））介介護護予予防防にに関関心心ががあありりまますすかか

 
 

 

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

言葉も内容も知っている 言葉は聞いたことがあるが、内容は知らない 言葉も内容も知らない 無回答

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

非常に関心がある やや関心がある あまり関心がない まったく関心がない わからない 無回答

問10　介護予防について
（１）あなたは「フレイル※」について知っていますか

（２）介護予防に関心がありますか

生活圏域別

生活圏域別
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（３）介護予防で取り組んでみたい内容はありますか（いくつでも）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）健康の維持増進や楽しみのために運動をしていますか

全体

生活圏域別

松任中央

松任東

松任西

松任西南

美川

鶴来

白山ろく

定期的にしている（半年以上） か月未満定期的にしている

たまにしているが定期的ではない 近いうちにするつもりだが、今はしていない

全くしていない 無回答

介護予防の取り組み

松任中央(N=687)

松任東(N=411)

松任西(N=230)

松任西南(N=542)

美川(N=307)

鶴来(N=632)

白山ろく(N=199)

生
活
圏
域
別

全体(N=3008)

（３）介護予防で取り組んでみたい内容はありますか（いくつでも）

（４）健康の維持増進や楽しみのために運動をしていますか

生活圏域別
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在宅介護実態調査

調査の概要

１．調査目的
ふるさと安心高齢者プラン（令和 6 年度～令和 8 年度）策定の基礎資料とするため、

「高齢者等の在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた介護サー
ビスの在り方を検討することを目的とします。

２．調査対象者
在宅で生活している要支援・要介護認定者 600 人を無作為抽出

３．調査方法
認定調査員や介護支援専門員による聞き取り調査

４．調査期間
令和 5 年 2 月～ 3 月

５．回収結果

６．結果の見方
○回答結果の割合「%」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点

以下第 2 位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（SA、複数の選択肢から
ひとつだけ選ぶ方式）であっても合計値が 100.0% にならない場合があります。

○複数回答（MA、複数の選択肢から 2 つ以上の回答を選ぶ方式）の設問の場合、回答は
選択肢ごとの回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計は概ね
100% を超えます。

○図表中において「無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が
困難なものです。

○図表中の「N」は、集計対象者数（あるいは回答者限定設問の限定条件に該当する人）
を表しています。

在宅介護実態調査報告書 
 
調査の概要 

１１ 調調査査目目的的
ふるさと安心高齢者プラン（令和６年度～令和８年度）策定の基礎資料とするため、

「高齢者等の在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた介護サー

ビスの在り方を検討することを目的とします。

２２ 調調査査対対象象者者
在宅で生活している要支援・要介護認定者６００人を無作為抽出

３３ 調調査査方方法法
認定調査員や介護支援専門員による聞き取り調査

４４ 調調査査期期間間
令和 年 月～ 月

５５ 回回収収結結果果
依頼数 有効回収数 有効回収率

６６ 結結果果のの見見方方
○回答結果の割合「 」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以

下第 位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（ 、複数の選択肢からひと

つだけ選ぶ方式）であっても合計値が にならない場合があります。

○複数回答（ 、複数の選択肢から つ以上の回答を選ぶ方式）の設問の場合、回答は

選択肢ごとの回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計は概ね

を超えます。

○図表中において「無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が

困難なものです。

○図表中の「 」は、集計対象者数（あるいは回答者限定設問の限定条件に該当する人）

を表しています。
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調査結果

１ 属性

（１） 年齢

（２） 性別

（３） 要介護（要支援）度

65歳未満
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90～94歳
95～99歳
100歳以上

男性

女性

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

調査結果

１．属　性

（ １ ）年　齢

（ ２ ）性　別

（３）要介護（要支援）度
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２ 質問内容

問１ 世帯類型について

問２ ご家族やご親族からの介護の頻度

※以下の問３～７については、問２で「週１日以下」「週１～２日」「週３～４日」

「ほぼ毎日」と回答した方のみ質問する

問３ 主な介助者

問４ 主な介助者の性別

配偶者

子

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

その他

男性 女性 不明

単身世帯 夫婦のみ世帯 その他 不明

ない 家族・親族の介護はあるが、週に1日よりも少ない
週に１～２日ある 週に３～４日ある
ほぼ毎日ある 不明

２．質問内容
問１　世帯類型について

問２　ご家族やご親族からの介護の頻度

※以下の問３〜７については、問２で「週１日以下」「週１〜２日」「週３〜４日」「ほぼ毎
日」と回答した方のみ質問する

問３　主な介助者

問４　主な介助者の性別
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問５ 主な介助者の年齢

問６ 主な介護者が行っている介護について（複数回答）

問７ 介護のための離職の有無（複数回答）

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた
（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が転職した

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない

わからない

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）
食事の準備（調理等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き
外出の付き添い、送迎等

服薬
認知症状への対応

衣服の着脱
日中の排泄

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）
夜間の排泄

屋内の移乗・移動
入浴・洗身

食事の介助（食べる時）
医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

その他
わからない

20代
30代
40代
50代
60代
70代

80歳以上
わからない

不明

問５　主な介助者の年齢

問６　主な介護者が行っている介護について（複数回答）

問７　介護のための離職の有無（複数回答）
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問８ 介護保険外の支援・サービスの利用状況（複数回答）

問９ 在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス（複数回答）

問１０ 施設等への入所・入居の検討状況（複数回答）

利用していない
配食

見守り、声かけ
買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し
調理

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ 等）
サロンなどの定期的な通いの場

掃除・洗濯
外出同行（通院、買い物など）

その他

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ 等）

配食

サロンなどの定期的な通いの場

見守り、声かけ

外出同行（通院、買い物など）

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

調理

掃除・洗濯

その他

特になし

検討していない 検討中 申請済み 不明

問８　介護保険外の支援・サービスの利用状況（複数回答）

問９　在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス（複数回答）

問10　施設等への入所・入居の検討状況
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問１１ 本人が抱えている傷病（複数回答）

問１２ 訪問診療の利用の有無

問１３ 介護保険サービスの利用の有無

利用している 利用していない 不明

利用している 利用していない 不明

認知症
筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）

脳血管疾患（脳卒中）
心疾患（心臓病）

糖尿病
変形性関節疾患

眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）
呼吸器疾患

悪性新生物（がん）
膠原病（関節リウマチ含む）

腎疾患（透析）
難病（パーキンソン病を除く）

パーキンソン病
その他
なし

わからない

問11　本人が抱えている傷病（複数回答）

問12　訪問診療の利用の有無

問13　（住宅改修、福祉用具貸与・購入以外の）介護保険サービスの利用の有無



資
料
編

資料編

79

※以下の問１４については問１３で「利用していない」と回答した方のみ質問する

問１４ 介護保険サービスの未利用の理由（複数回答）

※以下の問１５～１９については、問２で「週１日以下」「週１～２日」「週３～４日」

「ほぼ毎日」と回答した方のみ質問する

問１５ 主な介護者の勤務形態

※以下の問１６～１８については、問１５で「フルタイム勤務」「パートタイム勤務」と

回答した方のみ質問する

問１６ 主な介護者の働き方の調整状況（複数回答）

特に行っていない

主な介護者に確認しないとわからない

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、
遅出、早帰・中抜け等）」しながら、働いている

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を
取りながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている

介護のために、２～４以外の調整をしながら、働いている

現状では、サービスを利用するほどの状態ではない

本人にサービス利用の希望がない

家族が介護をするため必要ない

住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するため

利用料を支払うのが難しい

以前、利用していたサービスに不満があった

利用したいサービスが利用できない、身近にない

サービスを受けたいが手続きや利用方法が分からない

その他

フルタイム パートタイム 働いていない 主な介護者に確認しないとわからない 不明

※以下の問14については、問13で「利用していない」と回答した方のみ質問する
問14　介護保険サービスの未利用の理由（複数回答）

※以下の問15〜19については、問２で「週１日以下」「週１〜２日」「週３〜４日」
　「ほぼ毎日」と回答した方のみ質問する
問15　主な介護者の勤務形態

※以下の問16〜18については、問15で「フルタイム勤務」「パートタイム勤務」と回答
した方のみ質問する

問16　主な介護者の働き方の調整状況（複数回答）
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問１７ 就労の継続に向けて効果的であると考えられる勤め先からの支援（複数回答）

問１８ 主な介護者の就労継続の可否に係る意識

問１９ 今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護（複数回答）

認知症状への対応
夜間の排泄
日中の排泄
入浴・洗身

外出の付き添い、送迎等
服薬

食事の準備（調理等）
その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

食事の介助（食べる時）
屋内の移乗・移動

金銭管理や生活面に必要な諸手続き
身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱
医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

その他
不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

介護休業・介護休暇等の制度の充実

労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）

自営業・フリーランス等のため、勤め先はない

介護をしている従業員への経済的な支援

制度を利用しやすい職場づくり

介護に関する相談窓口・相談担当者の設置

働く場所の多様化（在宅勤務・テレワークなど）

仕事と介護の両立に関する情報の提供

その他

特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける
続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい
主な介護者に確認しないと、わからない 不明

問17　就労の継続に向けて効果的であると考えられる勤め先からの支援（複数回答）

問18　主な介護者の就労継続の可否に係る意識

問19　今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護（複数回答）
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介護人材実態調査
調査の概要

１．調査目的
介護人材の性別、年齢別、資格の有無、過去 1年間の職員の採用及び離職の状況等の詳

細な実態を個票で把握し、介護人材の確保に向けて必要な取組みを検討するとともに、令和
6 年度からの「第 9 期介護保険事業計画」を策定するための基礎資料とするため実施しました。

２．調査対象者
市内の施設・通所系事業所・訪問系事業所
・施設・居住系事業所： 50 か所
・通所系事業所：  60 か所
・訪問系事業所：  22 か所

３．調査方法
郵送で配布・郵送回収による郵送調査法

４．調査期間
令和 5 年 2 月～ 3 月

５．回収結果

※介護職員の対象数は、回答のあった事業所の職員数とする。

６．結果の見方
○回答結果の割合「%」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点

以下第 2 位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（SA、複数の選択肢から
ひとつだけ選ぶ方式）であっても合計値が 100.0% にならない場合があります。

○複数回答（MA、複数の選択肢から 2 つ以上の回答を選ぶ方式）の設問の場合、回答は
選択肢ごとの回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計は概ね
100% を超えます。

○図表中において「無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が
困難なものです。

○図表中の「N」は、集計対象者数（あるいは回答者限定設問の限定条件に該当する人）
を表しています。

介護人材実態調査 
調査の概要 
１１ 調調査査目目的的  

介護人材の性別、年齢別、資格の有無、過去 年間の職員の採用及び離職の状況等の詳細

な実態を個票で把握し、介護人材の確保に向けて必要な取組みを検討するとともに、令和６

年度からの「第 期介護保険事業計画」を策定するための基礎資料とするため実施しました。

２２ 調調査査対対象象者者  
市市内内のの施施設設・・通通所所系系事事業業所所・・訪訪問問系系事事業業所所

・施設・居住系事業所： か所

・通所系事業所： か所

・訪問系事業所： か所

３３ 調調査査方方法法  
郵送で配布・郵送回収による郵送調査法

４４ 調調査査期期間間  
令和 年 月～３月

５５ 回回収収結結果果  
対象数 有効回収数 有効回収率

事 業 所

介護職員 ※

※介護職員の対象数は、回答のあった事業所の職員数とする。

 
６６ 結結果果のの見見方方  

○回答結果の割合「 」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以

下第 位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（ 、複数の選択肢からひと

つだけ選ぶ方式）であっても合計値が にならない場合があります。

○複数回答（ 、複数の選択肢から つ以上の回答を選ぶ方式）の設問の場合、回答は

選択肢ごとの回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計は概ね

を超えます。

○図表中において「無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が

困難なものです。

○図表中の「 」は、集計対象者数（あるいは回答者限定設問の限定条件に該当する人）

を表しています。
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調査結果 
１ 資格保有の状況

（１）サービス系統別

 

 

（２）年齢別
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介護福祉士 介護職員実務者研修修了等 介護職員初任者研修修了等 いずれも該当しない 無回答
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調査結果

１．資格保有の状況

（ １ ）サービス系統別

（ ２ ）年齢別
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２ 正規職員・非正規職員の割合

（１）サービス系統別

（２）性別・年齢別

①性別・年齢別の雇用形態の構成比（全サービス系統合計）

②性別・年齢別の雇用形態の構成比（訪問系）
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２．正規職員・非正規職員の割合
（ １ ）サービス系統別

（ ２ ）性別・年齢別
①性別・年齢別の雇用形態の構成比（全サービス系統合計）

②性別・年齢別の雇用形態の構成比（訪問系）
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③性別・年齢別の雇用形態の構成比（通所系）

④性別・年齢別の雇用形態の構成比（施設・居住系）
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３３ 職職員員１１人人ああたたりりのの１１週週間間のの勤勤務務時時間間

 

４４ 介介護護職職員員数数

（（１１））介介護護職職員員数数のの変変化化（（ササーービビスス系系統統別別））

 

（（２２））離離職職原原因因（（複複数数回回答答））
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３．職員１人あたりの１週間の勤務時間

４．介護職員数
（ １ ）介護職員数の変化（サービス系統別）

（ ２ ）離職原因（複数回答）
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（（３３））前前のの職職場場がが介介護護事事業業所所ででああるる職職員員のの前前のの職職場場のの場場所所

 

（（４４））過過去去１１年年間間のの介介護護職職員員のの職職場場のの変変化化

 
 

 

（ ３ ）前の職場が介護事業所である職員の前の職場の場所

（ ４ ）過去１年間の介護職員の職場の変化
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取
り
組
み
を
し
て
い
な
い

５．介護人材の状況
（ １ ）介護人材の現在の状況

（ ２ ）介護人材の確保・育成するために取り組んでいること（複数回答）
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取
り
組
み
を
し
て
い
な
い

（ ３ ）介護人材の確保・育成するために今後取り組んでいきたいこと（複数回答）

（ ４ ）介護事業所で働き続けるために役立ったサポート（複数回答）
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計画策定に係る介護保険運営協議会の審議経過

○令和５年度　第１回介護保険運営協議会
日　　　　時：令和５年７月６日（木）午後１時30分
場　　　　所：白山市役所　４階　402会議室
協議報告事項：（１）令和４年度介護保険事業の状況について

（２）高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の進捗状況について
（３）高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の策定について
（４）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果について
（５）在宅介護実態調査の結果について
（６）介護人材実態調査の結果について
（７）計画の基本理念及び重点施策について

○令和５年度　第２回介護保険運営協議会
日　　　　時：令和５年９月７日（木）午後１時30分
場　　　　所：白山市福祉ふれあいセンター　２階　大会議室
協議報告事項：高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（案）について

○令和５年度　第３回介護保険運営協議会
日　　　　時：令和５年10月19日（木）午後１時30分
場　　　　所：白山市福祉ふれあいセンター　２階　大会議室
協議報告事項：高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（案）について

○令和５年度　第４回介護保険運営協議会
日　　　　時：令和５年11月30日（木）午後１時30分
場　　　　所：白山市福祉ふれあいセンター　２階　大会議室
協議報告事項：高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（案）について

○令和５年度　第５回介護保険運営協議会
日　　　　時：令和６年２月22日（木）午後１時00分
場　　　　所：白山市役所　４階　402会議室
協議報告事項：（１）パブリックコメントの結果について

（２）高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（案）について
（３）第９期介護保険料について
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白山市介護保険運営協議会委員名簿
（任期：令和３年４月１日～令和６年３月31日）

役　　　職　　　等 氏　　　名 適　用

公募委員 松本　謙一

公募委員 大杉　千鶴

金城大学　教授 彦　　聖美

白山ののいち医師会　副会長 真田　　陽 会　長

石川中央保健福祉センター企画調整課長 中村　礼子

市社会福祉協議会　会長 村井　志朗

介護老人福祉施設代表　美杉の郷施設長 永下　武二

市民生委員児童委員 武藤　敬子 副会長

市町会連合会　理事 榎木　勝夫

市老人クラブ連合会　女性部理事 村田香代子
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